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食を大切にする人々を育むまち・八王子 

「食」は、私たちの暮らしに寄り添い、心身の健康を支える基盤であると同時

に、人と人との絆（きずな）を育み、地域の文化や伝統を次世代へと継承していく

力を秘めています。八王子市には豊かな里山や畑で育まれた地場農産物、地域

の歴史と文化を味わう「桑都・八王子のふるさと料理」、そして５か所の学校給食

センターの特色ある取組など、「食」を通じて地域をつなぐ多くの資源が息づいて

います。 

 

本市では、食育の普及と定着を目指し、第１期（平成２３年度～）は「知る」「広

める」時期、第２期（平成２８年度～）は「根付く」時期、そして、第３期（令和３～７

年度）は「実践できる」時期と位置付け、市民活動団体、民間事業者など多様な

主体と連携しながら、段階的に取組を進めてきました。 

 

第４期食育推進計画の策定にあたり実施した市民意識調査では、朝食を摂ら

ない人の増加、若年女性のやせ、男性の肥満の傾向が見られ、共食の機会が減

少している傾向も確認できました。 

また、核家族化や単身世帯の増加、ライフスタイルの多様化など社会環境の変

化により、食生活のあり方も変わってきており、学校や地域での食育に加えて、

「大人の食育」の重要性も高まっています。 

 

こうした現状を踏まえ、私たちには一人ひとりが「食」と向き合い、年齢や生活

環境に応じた食育の充実を図るとともに、地域とのつながりを育みながら、その価

値を次世代へと継承していくことが求められていると考えます。 

 

令和８年度（２０２６年度）より始動する 

 第４期食育推進計画  

～ あなたと「食」の未来を織りなす ～ 

第４期では、市民一人ひとりである“あなた”と手を携えながら、八王子

の未来へ「食」のバトンをつないでいきたいという願いを込めています。  

 

幼年期から高年期に至るまで人生全体を見通して健康づくりを考える

「ライフコースアプローチ」を重視しながら、３つの基本目標に向けて、４つ

の戦略と９つの作戦をもとに施策を展開し、将来像である「食を大切にす

る人々を育むまち」の実現を目指してまいります。その実現に向けては、市

民の皆様をはじめ、生産者、民間事業者、大学など、みんなで心をひとつに

し、共に歩みを進めていくことが重要です。今後も、皆様の更なる御理解、

御協力をお願い申し上げます。 

 

結びに、本計画の策定にあたり御尽力いただいた「八王子市食育推進

会議」の皆様、「ワークショップ」メンバーの皆様、そして市民意識調査やパ

ブリックコメントを通じて貴重な御意見をお寄せくださった市民の皆様に、

心より深く感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

令和８年（２０２６年）３月 

八王子市長 初宿 和夫 
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はちおうじ食育キャラクター「はっちくん」 

うえきばちがコンセプトのキャラクターです。鉢に植

えてある野菜で「育てる」をイメージし、スプーンとフォ

ークで「食べる」をイメージしています。八王子のマー

クのついた鉢に植えてある野菜は、八王子で育った野

菜を表しています。八王子の野菜を食べよう！！という

思いを込め、三原色を入れたことで栄養バランスの大

切さも表現しています。 

 

「はっちくん」は平成２２年(２０１０年)６月に、市民約２,４００の応募作

品の中から選考を実施し、最優秀賞の作品を図案化したキャラクターで

す。作者は八王子市立楢原中学校２年（当時）星野莉沙さんです。 

 

 



 

３ 

 

 

 

 

 

 

第１章 総論 

 第１章 

総論 
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１ 計画の概要 

（１）計画策定にあたって 

ア 策定の背景 

国では、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、生涯にわたって健

全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、平成１７年（２００５年）７月に食育

基本法が施行されました。前文では、食育は生きる上での基本であって、知育、

徳育、体育の基礎となるべきものと位置付けられているとともに、様々な経験を通

じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践でき

る人間を育てることと定義されています。 

以後、食育基本法に基づき、食育の基本的な方針や目標について定めた「食

育推進基本計画」が策定され、令和８年（２０２６年）３月には「第５次食育推進

基本計画」が策定されました。 

 

都では、国の食育推進計画を踏まえながら、平成１８年（２００６年）９月に「東

京都食育推進計画」が策定され、令和８年（２０２６年）に「第５次東京都食育推

進計画」を改定しました。 

 

 

 

 

 

 

   

 

イ 食育を取り巻く近年の動向 

■食育と健康増進の関連性 

人生１００年時代を迎え、社会が多様化する中で、一人ひとりが抱える健康

課題も多様化しています。食育は、健康の基盤を支える重要な取組であり、心

身の健康増進と密接に関わっています。 

国では、令和６年（２０２４年）より健康日本２１（第三次）が実施されていま

す。健康日本２１（第三次）では、全ての国民が健やかで⼼豊かに生活できる

持続可能な社会の実現というビジョンのもと、誰一人取り残さない健康づくり

の展開やより実効性を持つ取組により健康格差の縮小に向けた健康づくりが

進められています。 

心身共に健康な状態を目指すためには、食育による正しい食習慣の定着や

栄養に関する知識の普及が重要です。特に、幼年期からの食育は将来に向け

た生活習慣病の予防にもつながるため、幼年期から様々な場所における食育

を一層強化することが必要です。 

また、近年、家族構成やライフスタイルの多様化により、ひとりで食事をする

「孤食」の人が増加しています。孤食は、栄養バランスの偏り、コミュニケーショ

ン能力の低下、食事マナーを学ぶ機会の減少など、様々な影響を及ぼします。

こうした課題を受けて、地域における食育の取組が重視され、特に食文化の継

承や孤食の解消を目的として、地域住民が交流しながら食事を共にする機会

の提供が求められています。ここ最近では、「子ども食堂」等の活動が全国的

に広がっており、家庭での共食が難しい子どもたちに対して、地域が共食の場

を提供する取組が進められています。 

 

■大人の食育の推進 

朝食欠食や栄養バランスの偏り、食への関心の低下など食を取り巻く克服

すべき課題が多様化している中、ライフコースに応じた大人の食育が重要とな

っています。改めて食や農に対する理解を深め、健康な食事をとり、楽しい食の

時間を過ごすため、国は「大人の食育」を推進する官民連携食育プラットフォ

ームを創設し、民間事業者等、食にかかわる様々な主体が連携し、大人の消

費者への働き掛けを進めています。 



 

５ 

■食卓と農業の生産現場の距離を縮める 

大都市への人口集中や都市の進展により、消費者の食卓と農業の生産現

場は距離が遠くなっています。農業の生産現場への理解を深めるため、農業

体験などの機会の創出や地産地消に関する情報発信などの取組が必要で

す。 

 

■持続可能な食環境 

食の持続可能性の確保は、健康寿命の延伸を図るうえでも重要な視点の

一つです。近年、頻発する自然災害に加え、農林漁業者や農山漁村人口の高

齢化および担い手の減少が進む中、国の令和６年度（２０２４年度）における

食料自給率は、カロリーベースで３８％、生産額ベースで６４％にとどまり、多く

の食料を海外からの輸入に依存している状況です。 

一方で、令和５年度（２０２３年度）の推計では、年間４６４万トンもの食品ロ

スが発生しており、食料資源の有効活用の観点からも、食品ロスの削減に向

けて一人ひとりが意識的に取り組むことが求められています。 

脱炭素社会の実現に向けては、食品の生産から廃棄までの過程で排出さ

れる温室効果ガスに配慮し、排出量の少ない商品を選ぶことが重要です。製

品やサービスの原材料調達から廃棄までの温室効果ガス排出量を「見える

化」する仕組みをカーボンフットプリントといいます。温室効果ガス排出量を定

量的に把握することにより、多様な主体が一体となって削減対策を実践するこ

とが期待されています。また消費者においては、環境に配慮した製品やサービ

スを選択することで、脱炭素社会の構築に貢献することが期待されています。 

 

 

■食のデジタル化への対応 

新型コロナウイルス感染症の影響や、それを受けて示された「新しい生活様

式」により、食を含む私たちの生活は大きく変化しました。こうした「新たな日

常」の中において、より多くの人々が主体的に食育を実践していくためには、

ICT（情報通信技術）や社会のデジタル化の進展を踏まえ、SNS、インターネ

ット、AI 等を積極的に活用することが求められます。 

 

（２）計画の位置付け及び計画の性格 

ア 計画の位置付け 

食育基本法第１８条第１項に基づく市町村食育推進計画として位置付け、国

の第５次食育推進基本計画（令和８年（２０２６年）３月）及び都の第５次東京都

食育推進計画（令和８年（２０２６年）３月）との整合性を図り、「第４期八王子市

食育推進計画」を策定しています。 

また、本市の基本構想・基本計画である「八王子未来デザイン２０４０」を上位

計画とする「八王子市健康医療計画」に基づく計画として、市民の食育活動の

推進に向けて、本市の関連する計画と補完・連携し合うものとして位置付けられ

ています。 
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イ 計画の性格 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、平

成２７年（２０１５年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

２０３０アジェンダ」で示された、平成２８年（２０１６年）から令和１２年（２０３０年）

までの国際目標です。 

SDGs では地球上の「誰一人として取り残さない」社会の実現を目指し、世界

中の国が共通して解決しなければいけない経済、社会、環境の課題を１７の目標

と１６９のターゲットを掲げています。 

SDGs の目指す『「誰一人として取り残さない」社会の実現』は、「食を大切に

する人々を育むまち」の実現に向け、生涯にわたり健康で活き活きとした生活を

送ることを目指す第４期八王子市食育推進計画の方向性と共通しています。 

本計画において、主に「目標２．飢餓をゼロに」、「目標３．すべての人に健康と

福祉を」、「目標４．質の高い教育をみんなに」、「目標１２．つくる責任 つかう責

任」、「目標１７．パートナーシップで目標を達成しよう」の目標が関連する目標で

あると捉えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

また、八王子未来デザイン２０４０において変革のキーワードとして定められて

いる「デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）」「カーボンニュートラル」を意識

し、各施策を推進します。 

さらに、本市の食育を推進するにあたっては、多様な人との連携が欠かせませ

ん。そのため、様々な主体が互いの価値観を認め合い、広い視野をもって、世代・

分野・地域を超えて連携し、地域資源をつなぎながら、持続可能な「共創による

食育」を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
共創とは 
対話と共感から、新たなソリュー
ション（解決策）をとも（共）に創
り出すこと 

 
DX とは 
デジタル技術の浸透が
人々の生活をあらゆる
面でより良い方向に変
化させること 

 
カーボンニュートラルとは 
温室効果ガスの排出量と 
吸収量を均衡させること 
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ウ ライフコースアプローチ 

食育の推進にあたっては、胎児の健康にも影響を与える妊娠期を含め、幼年期から高年期に至るまで、それぞれのライフステージに応じた取組を行います。また、自身の現

在の生活習慣が将来の自分の健康に影響していくだけでなく、自身の子ども（次世代）にも影響することを意識するなど、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりに取り

組みます。 

■ライフコースイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健全な食生活を実践し、 
次世代へ伝える 

次世代へ食に関する知識や経験、 
文化を伝える 

次世代へ伝える 

食の基礎をつくり、 
多様な体験を通して、 
食育に触れる 

食の体験・知識を深め 
規則正しい食習慣を身につける 

健全な食生活を 
実践する 

妊娠期・乳幼児期の 
健康維持のため 
規則正しい食生活を実践する 
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（３）計画の期間 

本計画は、令和８年度（２０２６年度）から令和１１年度（２０２９年度）の４年間

を計画の期間とします。 

 
令和 

６年度 

（２０２４ 

年度） 

令和 

７年度 

（２０２５ 

年度） 

令和 

８年度 

（２０２６ 

年度） 

令和 

９年度 

（２０２７ 

年度） 

令和 

１０年度 

（２０２８ 

年度） 

令和 

１１年度 

（２０２９ 

年度） 

令和 

１２年度 

（２０３０ 

年度） 

       

 

 

～注目のヘルスケア！プレコンセプションケアって何ですか？～ 

「プレコンセプションケア」、略して「プレコン」。性別を問わず、適切な時期に、性や

健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や

将来の健康を考えて健康管理を行う取組です。 

これは今の自分や将来の自分の健康につながるだけではなく、将来の次世代を

担う子どもたちの健康にも関わります。 

将来の妊娠・出産を希望しない方でも、性や妊娠・

出産について科学的に正しい知識を持っておくこと

は、自分や相手を守るためにも必要なことと言えます。 

プレコンセプションケアは、満ち足りた自分

（well-being）の実現につながるヘルスケアとして

注目されています。 

２０代女性では、５人に１人が痩せ（BMI１８.５未

満）と言われていますが、特に若年女性の痩せは

骨量減少や、低出生体重児出産のリスク等との関

連があります。 

プレコンセプションケアにより、妊娠前からの望ましい食生活の実践など、適切

な健康管理に向けた取組が重要です。（健やか親子２１より） 

まずは、できることから始めてみませんか？ 

☑プレコン チェック は国立成育医療研究センターのホームページで見ることができます。 

引用元（出典：国立成育医療研究センター）より一部改編 

八王子市健康医療計画 

第４期八王子市食育推進計画 
第３期八王子市 
食育推進計画 

【都】東京都 
食育推進計画 

【国】第４次食育
推進基本計画 

八王子市基本構想・基本計画 

（八王子未来デザイン２０４０） 

【都】第５次東京都食育推進計画 

【国】第５次食育推進基本計画 

コラム 

▲生涯のうちの 

プレコンセプションケアの位置付け 
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２ 将来像・基本目標 

（１）将来像 

 

「将来像」は、食育推進計画を通して実現を目指す、本市の姿を指します。 

本計画では、国・都の動向、食育推進の課題等を踏まえつつ、第３期計画で掲

げた将来像「食を大切にする人々を育むまち」を引き継ぎます。 

私たちが生涯にわたり健康で活き活きとした生活を送るためには、望ましい食

生活を送ることが大切です。 

本市の恵まれた環境を活かしながら、農業や伝統的な食文化に触れ、人々の

つながりを深め、広げていくことにより、将来像の実現を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

（２）基本目標 

将来像の実現に向けた、３つの基本目標も第３期計画から引継ぎます。 

 

基本目標

１ 

望ましい食習慣を身につける 

健康寿命の延伸に向け、生活リズムを整え、自身の身体や

日々の活動に見合った食事量や食事バランスを把握して、規

則正しい食習慣を身につけます。 

 

基本目標

２ 

食の基本的な知識、スキルを養う 

食の安全・安心に関する知識を身につけ、外食や中食（惣菜

や弁当等を購入して家で食べる食事）を利用するときも適切

な食を選択できる力や料理を作る力等のスキルを養います。 

 

基本目標

３ 

食を通じて、家族、地域、自然とつながる 

家庭や地域で食卓を囲む時間を大切にし、地産地消の推進

や地域の行事食・伝統料理を知ることを通じて、人々との交流

や自然への親しみを深めます。環境に配慮した食の循環をす

すめ、人と自然の調和した豊かなまちづくりを目指します。 
 

食を大切にする人々を育むまち 



 

１０ 

３ 目標達成に向けて 

（１）本市の現状と課題 

ア 現状 

（ア）人口 

■本市の人口は５５９,２６４人であり、市内の生産年齢人口の割合は６１.９%、平

均年齢は４８.４歳です(令和７年（２０２５年）９月末日現在)。 

■年齢分布図から２０代、５０代と７０代の人口が多くなっています。 

【図 本市の人口ピラミッド(令和７年（２０２５年）９月末日現在)】 

 
出典：八王子市年齢別人口報告 

■２１の大学、短期大学、高等専門学校があり、約９万人の学生が学んでいる

全国でも有数の学園都市であることから、１５～１９歳の転入超過が顕著と

なっています。しかしながら、学校卒業後の２０～２９歳人口は、転出超過とな

っています。 

【図 本市の年齢別転入超過者数（令和６年（２０２４年））】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：住民基本台帳人口移動報告 

■世帯全体に占める単身世帯の割合、高齢者の単身世帯の割合は、ともに都

の割合を下回るものの、どちらも増加傾向にあります。 

【図 単身世帯割合・高齢者単身世帯割合】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2,000 4,000 6,000

（人）

02,0004,0006,000

（人）

女性男性

20

30

40

0

50

60

70

80

90

100

291
145 126

2,036

-1,324

-1,007

2

199 149
212

759

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0～４ ５～９ １０～１４ １５～１９ ２０～２４ ２５～２９ ３０～３４ ３５～３９ ４０～４４ ４５～４９ ５０～

（人）

（歳）

出典：２０１０・２０１５・２０２０年国勢調査 

（人） （人） 

１０ 
8.1%

9.5% 11.0%

9.8% 11.1% 11.2%

37.9% 38.6%
41.5%

45.8%
47.3%

50.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和2年

（2020年）

八王子市・高齢者の単身世帯の割合 東京都・高齢者の単身世帯の割合

八王子市・単身世帯の割合 東京都・単身世帯の割合

8.1%
9.5% 11.0%

9.8% 11.1% 11.2%

37.9% 38.6%
41.5%

45.8%
47.3%

50.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和2年

（2020年）

八王子市・高齢者の単身世帯の割合 東京都・高齢者の単身世帯の割合

八王子市・単身世帯の割合 東京都・単身世帯の割合

8.1%
9.5% 11.0%

9.8% 11.1% 11.2%

37.9% 38.6%
41.5%

45.8%
47.3%

50.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和2年

（2020年）

八王子市・高齢者の単身世帯の割合 東京都・高齢者の単身世帯の割合

八王子市・単身世帯の割合 東京都・単身世帯の割合



 

１１ 

（イ）市民の健康状態 

■死亡状況について、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患による死亡率は都の

死亡率を上回っています。 

【図 （人口１０万人対）生活習慣病による三大死因別死亡率（令和５年（２０２３年））】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：令和７年度（２０２５年度）八王子市保健所年報 

■６５歳健康寿命、平均余命は男女ともに都の平均期間より長くなっています。要

介護２になるまでの健康寿命では、男性は８３.５歳、女性は８６.５歳となってお

り、それぞれ平均障害期間は、男性で１.３年、女性で２.８年です。 

【図 ６５歳健康寿命、平均余命（令和５年（２０２３年））】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

（ウ）農業 

■本市は、中央道、国道２０号線（甲州街道）が通る交通の要衝の地で、都心

から西へ約４０km に位置し、都心方向の東部地域以外は丘陵地帯に囲ま

れ、中でも西側は山間地となっています。 

■耕地面積は、下図のように令和２年（２０２０年）からの５年間で３６ｈａ減少

し、令和６年（２０２４年）で６９３ha となっています。 

【図 本市の耕地面積】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産関係市町村別統計 

■農業産出額は２４億６５００万円で、野菜の生産が約９割を占めています。 

■品目別の産出額はトマト（１８%）、ナス（７%）、コマツナ（５%）、ホウレンソウ

（５%）、キュウリ（４％）の順となっています。 

 
【図 農業産出額（令和５年（２０２３年））】 
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１２ 

■販売農家人口（農業従事者数）については、下図のように平成２７年（２０１

５年）の９５５人から令和２年（２０２０年）の７３６人に減少しています。また、

０～２９歳、３０～５９歳の割合は減少している一方、６０歳以上の割合は増加

傾向と、農業従事者は高齢化しています。 

 

【図 本市の年齢別販売農家人口（農業従事者数）】 

 

出典：２０１５・２０２０年農林業センサス 

 

（エ）食品ロス 

■まだ食べられるのに捨ててしまう食品（食品ロス）については、日本全体で

は年間約４６４万トン（令和５年度（２０２３年度）推計値）であり、本市では

年間約１３,８００トン（家庭系約８,７００トン、事業系約５,１００トン）発生して

いると推計しています。これは、市民１人当たりゆで卵約１個分（約６８グラ

ム）を毎日捨てていることを意味します。（令和６年度（２０２４年度） 組成分

析調査） 

イ 意識調査の概要 

本計画を策定するにあたり、基礎調査として市民及び大学生を対象とした市

民意識調査と、幼稚園・保育園・小学校に通う児童の保護者及び中学校・高等

学校に通う生徒を対象とした子ども意識調査を実施しました。市民や児童・生徒

の食育に対する意識や活動状況を把握し、本市の食育推進のための課題整理、

取組の方向性の検討を行いました。 

 

■ 調査対象 

（ア）市民意識調査 

ａ．市内に居住する１８歳から７４歳までの男女２，０００名を無作為抽出 

ｂ．市内大学の大学生２５０名 

＊ ａとｂの調査対象を合わせて「全体（１８歳～７４歳）」とする 

 

（イ）子ども意識調査 

幼稚園、保育園の４・５歳児の保護者、小学校（５年生）の保護者、 

中学校（２年生）、高等学校（２年生） 

  

■ 調査期間   

令和６年（２０２４年）１０月２５日から令和６年（２０２４年）１１月１３日 
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１３ 

ウ 意識調査の結果（クロス分析） 

（※説明文の下線色に合わせ、対象となるグラフの帯を色付けしております。） 

（ア）BMI×性・年代別 

ＢＭＩの結果では、男性は女性より「２５．０以上：肥満」が１１．２ポイント高く、

女性は男性より「１８.５未満：低体重（やせ）」が５.１ポイント高くなっています。 

性・年代別では、女性１０・２０代の「１８.５未満：低体重（やせ）」が２割弱と

全体で最も高くなっています。一方で、男女ともに５０代の「２５．０以上：肥満」

の割合が高くなっており、特に男性では約４割が肥満となっています。 

 

■BMI×性・年代別のクロス集計 

 

 

 

 

 

（イ）朝食摂取状況×性・年代別 

朝食摂取状況の結果では、「ほぼ毎日（週に６～７日）食べている」の回答

が、男性では６０代、７０代以上、女性では４０代、６０代で約９割と高くなってい

ます。 

一方で男女ともに１０・２０代では、「ほぼ毎日（週に６～７日）食べている」の

回答が約５割と低くなっており、「ほとんど食べていない」が約２割と全体に比

べ高くなっています。 

■朝食摂取状況×性・年代別のクロス集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほぼ毎日
(週に６～７日)

食べている

週に
４～５日

食べている

週に
２～３日

食べている

週に１日
程度

食べている

ほとんど
食べて
いない

無回答

【性・年代別】 （％）

（ 120)

（ 32)

（ 56)

（ 67)

（ 88)

（ 50)

（ 132)

（ 64)

（ 79)

（ 134)

（ 107)

（ 49)

男性　10・20代

男性　30代

ｎ

男性　40代

男性　50代

女性　30代

女性　40代

女性　50代

女性　60代

女性　70代以上

男性　60代

男性　70代以上

女性　10・20代

51.7 

71.9 

76.8 

73.1 

88.6 

86.0 

10.8 

12.5 

12.5 

10.4 

0.0 

4.0 

13.3 

0.0 

1.8 

4.5 

3.4 

6.0 

3.3 

3.1 

0.0 

3.0 

0.0 

0.0 

20.8 

12.5 

8.9 

9.0 

8.0 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

52.3 

68.8 

87.3 

79.9 

86.9 

85.7 

16.7 

12.5 

5.1 

7.5 

2.8 

0.0 

10.6 

7.8 

1.3 

4.5 

3.7 

6.1 

3.0 

1.6 

5.1 

2.2 

0.0 

2.0 

17.4 

9.4 

1.3 

6.0 

6.5 

6.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18.5未満
：低体重（やせ）

18.5～25.0未満
：普通体重

25.0以上
：肥満

無回答

【性別】

（

（

【性・年代別】

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（％）

男性　10・20代 120)

男性　30代 32)

男　　性

女　　性

413)

565)

男性　40代 56)

男性　50代 67)

男性　60代 88)

107)

男性　70代以上 50)

女性　10・20代 132)

女性　30代 64)

女性　70代以上 49)

ｎ

女性　40代 79)

女性　50代 134)

女性　60代

11.7 

3.1 

3.6 

6.0 

3.4 

2.0 

69.2 

71.9 

60.7 

53.7 

65.9 

74.0 

19.2 

21.9 

32.1 

40.3 

29.5 

22.0 

0.0 

3.1 

3.6 

0.0 

1.1 

2.0 

19.7 

6.3 

8.9 

6.7 

12.1 

8.2 

66.7 

76.6 

67.1 

61.2 

63.6 

67.3 

8.3 

12.5 

10.1 

25.4 

18.7 

18.4 

5.3 

4.7 

13.9 

6.7 

5.6 

6.1 

6.1 

11.2 

65.6 

66.0 

27.1 

15.9 

1.2 

6.9 



 

１４ 

（ウ）朝食摂取状況×性・年代別（子ども） 

子どもの朝食摂取状況の結果では、「ほぼ毎日（週に６～７日）食べてい

る」の回答が、幼稚園・保育園児で男女ともに約９割台半ばと高くなっていま

す。一方で、高校生（女性）では、「ほぼ毎日（週に６～７日）食べている」の回

答が約７割と低くなっています。 

■朝食摂取状況×性・年代別のクロス集計（子ども） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）災害に備えた食料の備蓄状況×性・年代別 

性・年代別では、「備蓄している」は男性３０代で８割強と高くなっています。一

方、「備蓄していない」は女性１０・２０代で４割半ばと高くなっています。 

 

■災害に備えた食料の備蓄状況×性・年代別のクロス集計 

 

 

 

 

 

 

 

ほぼ毎日
(週に６～７日)

食べている

週に
４～５日

食べている

週に
２～３日

食べている

週に１日
程度

食べている

ほとんど
食べて
いない

無回答

【性・年代別】 （％）

（ 228)

（ 144)

（ 246)

（ 140)

（ 151)

（ 162)

（ 253)

（ 178)

男性　小学生

男性　中学生

男性　高校生

女性　幼稚園・保育園児

ｎ

男性　幼稚園・保育園児

女性　小学生

女性　中学生

女性　高校生

94.3 

93.1 

80.1 

80.0 

2.6 

4.2 

6.1 

6.4 

0.9 

0.7 

1.6 

3.6 

0.4 

0.8 

0.7 

0.7 

5.3 

9.3 

1.8 

1.4 

6.1 

95.4 

89.5 

79.1 

70.8 

2.0 

5.6 

7.1 

8.4 

0.7 

1.2 

3.2 

3.9 

1.2 

1.2 

4.5 

3.6 

12.4 

2.0 

2.5 

5.9 

備蓄している  無回答

（％）

（ 995)

【性別】

（ 413)

（ 565)

【性・年代別】

（ 120)

（ 32)

（ 56)

（ 67)

（ 88)

（ 50)

（ 132)

（ 64)

（ 79)

（ 134)

（ 107)

（ 49)

男    性

女性　50代

女性　10・20代

女性　30代

ｎ

全　　体

備蓄
していない

女　　性

女性　40代

女性　70代以上

男性　10・20代

男性　30代

男性　40代

男性　50代

女性　60代

男性　70代以上

男性　60代

60.0 

81.3 

73.2 

61.2 

69.3 

64.0 

40.0 

18.8 

26.8 

38.8 

30.7 

34.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

64.6 34.3 

1.1 

55.3 

54.7 

73.4 

62.7 

70.1 

73.5 

44.7 

43.8 

24.1 

36.6 

27.1 

26.5 

0.0 

1.6 

2.5 

0.7 

2.8 

0.0 

63.9

66.1

34.9

33.7

1.2

0.2

全　体 （

【性別】

（

（

【性・年代別】

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

995)

男　　性 413)

女　　性 565)

男性　10・20代 120)

男性　30代 32)

男性　40代 56)

男性　50代 67)

男性　60代 88)

男性　70代以上 50)

女性　10・20代 132)

女性　60代 107)

女性　70代以上 49)

女性　30代 64)

女性　40代 79)

女性　50代 134)

64.6 34.3 

1.1 

60.0 

81.3 

73.2 

61.2 

69.3 

64.0 

40.0 

18.8 

26.8 

38.8 

30.7 

34.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

55.3 

54.7 

73.4 

62.7 

70.1 

73.5 

44.7 

43.8 

24.1 

36.6 

27.1 

26.5 

0.0 

1.6 

2.5 

0.7 

2.8 

0.0 

66.1 

63.9 

33.7 

34.9 

0.2 

1.2 



 

１５ 

（オ）ひとりで食事をする人×性・年代別 

「食事をともにする人」について「ひとりで」食事をする割合は、男性は女性よ

り高くなっています。 

年代別では、「平日３食＋休日３食すべて『ひとりで』」の回答が、男性では 

６０代が１７.０％、女性では７０代以上が１６.３％と他の年代と比べ、最も高くな

っています。 

 

■「ひとりで」食事をする人×性・年代別のクロス集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カ）八王子産の農産物の購入状況×性・年代別 

八王子産の農産物の購入状況の結果では、「購入している」の割合は、  

男女ともに１０・２０代が他の年代と比べ、最も低くなっています。 

 

■八王子産の農産物の購入状況×性・年代別のクロス集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入している

よく購入
している

時々購入
している

購入したこと
がある

購入したこと
がない

わからない 無回答

ｎ

（％） （計）

（ 995) 43.8 

【性別】

（ 413) 35.1 

（ 565) 50.4 

【年代別】

（ 120) 15.0 

（ 32) 37.5 

（ 56) 44.6 

（ 67) 37.3 

（ 88) 54.5 

（ 50) 34.0 

（ 132) 20.5 

（ 64) 39.1 

（ 79) 67.1 

（ 134) 63.4 

（ 107) 60.7 

（ 49) 61.2 

購
入
し
て

い
る

全　　体

男　　性

女　　性

男性 10 ・ 20 代

男性 30 代

男性 40 代

男性 50 代

男性 60 代

男性 70 代以上

女性 60 代

女性 70 代以上

女性10 ・ 20 代

女性 30 代

女性 40 代

女性 50 代

8.7 35.1 26.2 11.5 18.1 

0.4 

7.5 

9.4 

27.6 

41.1 

28.3 

24.6 

13.8 

9.9 

22.5 

14.9 

0.2 

0.2 

4.2 

6.3 

8.9 

6.0 

14.8 

4.0 

10.8 

31.3 

35.7 

31.3 

39.8 

30.0 

21.7 

21.9 

28.6 

34.3 

26.1 

44.0 

23.3 

15.6 

8.9 

11.9 

6.8 

10.0 

40.0 

25.0 

17.9 

16.4 

12.5 

10.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

5.3 

0.0 

12.7 

11.9 

12.1 

14.3 

15.2 

39.1 

54.4 

51.5 

48.6 

46.9 

13.6 

37.5 

22.8 

26.1 

26.2 

32.7 

29.5 

9.4 

1.3 

1.5 

6.5 

2.0 

36.4 

14.1 

8.9 

9.0 

5.6 

4.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

0.0 

（％）

ｎ

平
日
３
食

す
べ
て

「
ひ
と
り
で

」

休
日
３
食

す
べ
て

「
ひ
と
り
で

」

平
日
３
食
＋
休
日
３
食

す
べ
て

「
ひ
と
り
で

」

全　体 （ 995) 12.7   13.0   8.3   

【性別】

男性 （ 413) 15.7   16.7   11.6   

女性 （ 565) 10.1   9.6   5.7   

【性・年代別】

男性　10・20代 （ 120) 15.0   19.2   11.7   

男性　30代 （ 32) 12.5   15.6   6.3   

男性　40代 （ 56) 10.7   12.5   7.1   

男性　50代 （ 67) 16.4   11.9   10.4   

男性　60代 （ 88) 21.6   21.6   17.0   

男性　70代以上 （ 50) 14.0   14.0   12.0   

女性　10・20代 （ 132) 9.1   13.6   3.8   

女性　30代 （ 64) 9.4   7.8   4.7   

女性　40代 （ 79) 2.5   1.3   1.3   

女性　50代 （ 134) 10.4   5.2   3.7   

女性　60代 （ 107) 12.1   13.1   9.3   

女性　70代以上 （ 49) 20.4   18.4   16.3   



 

１６ 

（２）計画全体を通した視点・考え方 

第１期計画では食育を「知る」「広める」こと、第２期計画では食育が「根付く」こと、第３期計画ではより多くの市民や市民活動団体、民間事業者等が食育を「実践できる」

ことを到達点とし、計画を推進しました。 

第４期計画では取組ごとにライフステージ（縦糸）と９つの作戦（横糸）を組み合わせ、両糸が織りなすイメージで食育を展開します。さらに、市民、生産者、民間事業者、大

学、行政など様々な主体が連携・協力することで次世代へつなげるという思いも込め、「あなたと食の未来を『織りなす時期』」とします。 

  

第１期計画 
食育を「知る」「広める」時期 

第２期計画 
食育が「根付く」時期 

第３期計画 
より多くの市民や市民活動 
団体・民間事業者等が 
食育を「実践できる」時期 

第４期計画 
あなたと食の未来を 
「織りなす」時期 

９
つ
の
作
戦 

ライフステージ 



 

１７ 

（３）戦略について 

ア 目標達成に向けた戦略 

市民意識調査の結果やワークショップの結果、国や都の動向や市を取り巻く環境等を踏まえ、本市の食育の現状を「強み」「弱み」「機会」「脅威」に振り分け分析し、

４つの戦略を立てました。（※本計画において特に重点的となる視点やワークショップにて主に意見交換された内容を赤字で示しています。） 

 



 

１８ 

 
本市では現在、幼年期や少年期を中心とした食育が進む一方で、青年期以降

の取組が少なく、ライフステージ全体を見据えた継続的な施策が課題となってい

ます。また、多様な暮らし方に対応した情報発信も十分とは言えません。 

朝食欠食の増加や、若者の食への関心の低下、小児肥満や若年女性のやせな

ど、食習慣の乱れが心身の健康に影響を及ぼす可能性があり、対応が求められ

ています。 

今後は、妊娠期・幼年期から高年期まで経時的に捉えたライフコースアプロー

チによる切れ目ない支援を行い、保育所・学校での体験型食育、大学等での学び

の機会の提供、高齢世帯への支援など、多様なニーズに対応した取組を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
食中毒予防や衛生管理に加え、市民が自ら適切な食を選ぶ力が求められて

います。災害時の安定的な食の供給や家庭での備蓄も課題であり、現状では

家庭での食糧備蓄率が約６割にとどまっています。 

今後も、市民が自ら適切に食を選択する力を高められるよう、食品の情報を

迅速かつ的確に発信できる体制を整備するとともに、災害時への備えを強化し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  戦略２：食の安全・安心の推進 戦略１：生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

【弱み】 
・災害に備えた食料備蓄をする市民が約６割程度 
・10・20代において、食品購入時に「気を付けていることはない」
の割合が高い 

・地場野菜の PR不足 

【脅威】 
・頻発する自然災害 
・食中毒の発生 
・情報過多による情報選択の困難さ 
・地球温暖化による、作物の収穫量・品質の低下 

戦略２の背景 

【弱み】 
・小児肥満傾向児の増加  ・若い女性のやせ   ・高齢者のやせ 
・男性肥満者率の増加   ・朝食の摂取率が低下 

【機会】 
・健康寿命が都の平均よりも高い 
・大学が多数立地するため、学生が多い 
・ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの推進を国の指針
としている 

・食や健康に関するイベントが多い 
・給食センターで夏季休業中に子どもたちへ昼食が提供されている 

戦略１の背景 



 

１９ 

   

近年、単身世帯の増加や簡便化志向の高まりにより、孤食の増加や人とのつ

ながりの希薄化が課題となっています。一方で、市内には子ども食堂やだれでも

食堂、健康応援店など、食や食育にかかわる多くの団体や民間事業者が存在

し、すでに連携による取組も進んでいます。 

今後は、地域全体で食育を推進するため、学校給食センター等を拠点に、食を

通じたつながりと支え合いを育む場として活用を図ります。また官民連携による

「自然に健康になれる」食環境づくりを進めるとともに、地域食文化の継承にも

取り組みます。 

 

 

近年、気候変動等地球環境への影響が深刻化する中、食の生産・消費過程で

の環境負荷が懸念されるため、持続可能な食の実現が求められています。現在、

食品ロス削減や地産地消の取組が進み、ごみ排出量は全国でも低水準を維持

し、地場農産物の利用や郷土料理の評価も高まっています。 

今後は、本市の豊かな農産物や多様な食資源を活かし、地産地消の取組を進

めるとともに、温室効果ガス削減や生物多様性保全等、環境に配慮した取組を一

層推進します。 

 

 

 

【強み】 
・５か所の学校給食センター  ・100名を超える行政栄養士が在籍 
・はちおうじ健康応援店の登録店舗数が増加 
・市民の食育への関心や子どもを対象とした食育のニーズが高い 
・子ども食堂が定期的に活動（一部朝食提供あり） 
・フードバンク団体の活動 
 

【脅威】 
・単身高齢者の増加、高齢者の孤食傾向 
・共働き世帯の増加など、世帯構成の変化による孤食の増加 
・核家族化による食文化や生活様式の変化 
・地域コミュニティの希薄化による、共食機会の減少 
・物価高による食育活動の運営負担の増加 
・学校卒業後の 20歳～29歳の転出が多い 

戦略３の背景 

【強み】 
・豊かな自然環境    ・豊富な農地、水田  ・畜産業が盛ん 
・都内随一の農業生産高 ・ごみの排出量の少なさ全国１位 
・伝統的な食文化（かてめし、川口エンドウ、高倉ダイコン、八王子
ショウガ、桑の葉など） 

 

【機会】 
・「道の駅八王子滝山」が文化庁・食文化ミュージアムに認定 
・食料・農業・農村基本計画（国）の中で、「食卓と農の現場の距離を
縮める取組」の拡大が示されている 
・「官民連携食育プラットフォーム」（国）による「朝食を食べよう」
「バランスよく食べよう」「食や農の現場を体験しよう」プロジェ
クトの始動 
・「桑都・八王子のふるさと料理」が文化庁・100年フードに認定 

戦略４の背景 

戦略３：地域や関係者がつながる食育の推進 戦略４：食と環境の調和の推進 



 

２０ 

イ 戦略の考え方 

本計画では、将来像と基本目標を実現するため、本市の食育に係る現状分析を踏まえ、４つの戦略を立てました。これらの戦略のもと食育を推進します。 

  



 

２１ 

 

        ～みんなで描く 八王子の食の未来～ 

本計画づくりや今後の取組に活かすため、 

本市の「食」に関する現状や課題について、 

様々な立場の方々と一緒に考え、取組アイデアを 

検討しました。 

＊八王子の食の将来像（目指す姿）について 

「こんな八王子になったらいいな！」を聞きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 
＊取組アイデア 

 【朝食摂取について】 

・社員食堂やカフェテリアで朝食を格安で提

供する 

・まずは朝食を食べてみる 

・時短で作れる朝食レシ

ピを SNS等で共有・拡散

する 

【地産地消について】 

・八王子産農産物を示すロゴを作成し、八王

子産農産物をわかりやすくする 

・種まきから収穫まで一連の 

作業を行える農業体験を実施 

・八王子産のものを手に取る 

機会を増やす 

【意識啓発・情報発信について】 

・市内の給食施設で八王子産農産物の 

「〇〇を食べる日」をつくり提供する 

・行政栄養士が市内の小中学校や給食セン

ターで食育講義を行う 

【共食について】 

・民間事業者が行政と連携し、定期的に子ど

も食堂等を開設する 

 

 

 
朝食摂取率

NO.１のまち 

食を通して人が笑顔

になれるまち 

孤食がゼロになるよう

居場所をつくる 

八王子産農産物を 

食べることで人と人

がつながるまち 

給食センターを 

活用して、災害に 

強いまち八王子 

自分で食品を 

選択する力が 

一人ひとりにある 

八王子産の食べ物が誰で

も手に入れられるまち 

子どもの頃から三食、 

三色を楽しめるまち 



 

２２ 

（４）共創による食育とは 

基本目標を実現するため、ワークショップでの取組アイデアや意識調査の結

果を踏まえ「共に織りなす食の未来」をコンセプトに共創による食育に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

【朝食摂取】 民間企業×行政 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地産地消】 大学生×農家 
 

  

～官民連携による新しい食育モデルの創出 

共に織りなす八王子の食の未来～ 

■農林水産省設立「官民連携食育プラットフォーム」 

農林水産省が設立した「官民連携食育プラットフォーム」に、本市も会員と

して加入しました。このプラットフォームでは、大人の消費者が食や農への理

解を深め、健康な食事をとり、楽しい食の時間を過ごしてもらうため、官民連

携により食卓と生産現場の距離を縮める「大人の食育」を目指しており、次

の３つのテーマを軸に活動を展開しています。 

１ 「朝食を食べようプロジェクト」 

２ 「バランスよく食べようプロジェクト」 

３ 「食や農の現場を体験しようプロジェクト」 

 

 

■新しい食育モデルへの挑戦 

本市は、民間事業者等とのつながりを積極的に活用し、互いの強みを組み

合わせ、対話と共感を起点とした新しい食育モデルの創出を目指します。 

市民意識調査では、朝食欠食の増加、若年女性のやせ、男性の肥満、共食

機会の減少といった課題が明らかになりました。こうした課題に対応するために

は、行政だけでなく、市民、生産者、民間事業者、大学などが一体となった取組

が不可欠です。 

都市と自然が共存している本市には、食文化や農業に関する豊かな資源

が息づいています。こうした地域資源を活かし、伝統的な食文化や地場農産

物を食卓につなぐことで、健康的で楽しい食生活を広げます。この取組は地

域の魅力を高め、持続可能な食文化の形成につながります。八王子発の食

育モデルは全国的にも意義があり、未来に向けた食育の一歩となります。 

 

 

共に織りなす食の未来 

多様な人たちと協働し、食に対する知識を深めなが

ら新たな価値を生み出し、八王子の食の未来を共に

描いていきます。 

コラム 

▲プラットフォームの 

キャッチフレーズ・ロゴ 



 

２３ 

共創による食育 

朝食摂取～朝ごはんが、あなたの未来を育てる～ 
 

３つの取組に挑戦します 

 

 

 

 

 

 

“共に創る”をかたちにする 

「共創の窓口」を活用し、市民・民間事業者・大学等の多様な主体の知見と

技術を結集することで、朝食摂取の向上に資する官民連携の取組を推進し

ます。 

 

 

共感を経営資源に変える 

限られた公費に頼らず、寄付金・協賛金などの資金を積極的に活用し、持

続可能かつ効果的な事業運営を実現する新たな仕組みの構築に向けて、

検討を進めます。 

 

 

 

共創による食育  

地産地消～八王子の“おいしい”をもっと身近に～ 
 

３つの取組に挑戦します 

 

 

 

 

 

 

“共に創る”をかたちにする 

農家・民間事業者・大学等の多様な主体の知見と技術を結集することで、

持続可能な食環境への意識向上に資する官民連携の取組を推進します。 

 

 

 
生産者の想いと地域の恵みを活かす 

限られた公費に頼らず、寄付金・協賛金・参加料などを積極的に活用し、地

元の農産物や産地の魅力、作り手のこだわりを伝える仕組みを整えること

で、地域に根ざした持続可能な取組を検討します。 

 

 

 

子どもが朝食摂取

できる機会の拡充 

大学生が朝食摂取

できる機会の創設 

大人が朝食摂取 

できる機会の創設 

見込まれる社会的付加価値 

・学習意欲の向上 

・生活困窮世帯の 

経済的負担の軽減 

・大学と地域の連携強化 

・大学生の経済的負担 

の軽減 

・社会参加の促進 

・事業所における健康経 

営の実践 

子どもの体験学習

の充実 

大学生が農業体験

できる機会の創設 

地元農産物を 

活かしたまちづくり 

見込まれる社会的付加価値 

・持続可能な食環境へ 

の意識向上 

・地域社会の活力を 

高める人材の基盤形成 

・大学と地域の連携強化 

・実践的な学びと将来の 

キャリア形成 

・観光交流の機会創出 

・地域経済の活性化 



 

２４ 

４ 計画の推進に向けて 

（１）推進体制 

八王子らしい食育推進の展開 

本計画の将来像と基本目標を実現さ

せるため、市民、生産者、民間事業者、大

学など、食育にかかわる全ての団体がそ

れぞれの特性や能力を活かしながら、連

携・協働して効果的な食育活動を展開し

ます。 

 

ア 八王子市食育推進会議 

有識者や食育の取組に携わる関係者で構成される「食育推進会議」におい

て、計画策定後の進行管理や食育推進のあり方に関して意見交換を行うととも

に、関係者と行政が互いに連携・協働することにより食育を推進します。 

 

イ 八王子市食育推進計画庁内連絡会 

関係部署が横断的な検討・調整を行うため、八王子市食育推進計画庁内連

絡会を設置し、食育を推進します。 

 

ウ 八王子市栄養士連絡会 

本計画の推進にあたり、「八王子市栄養士連絡会」を積極的に活用します。こ

の連絡会は、将来を見据えた栄養士の業務のあり方や人材育成等を、組織横断

的に進めることを目的としています。 

この連絡会により幼年期から高年期まで、全てのライフステージに対する包

括的なアプローチを行うことで、実効性の高い食育を推進します。 

 

（２）進行管理 

本計画の評価にあたり、市の取組ごとに指標と目標値を設定し、取組の達成

度を毎年測ります。 

さらに、一定の期間ごとに、評価指標の達成状況を把握し、必要に応じて取組

の見直しや実施方法の改善を行うことで、基本目標の達成に向けて食育を推進

します。 

 

■PDCA サイクル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■推進体制のイメージ図 
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（３）評価指標 

達成状況を把握するため、評価指標を設定します。   

基本目標 最終アウトカム 
現状値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和１１年度） 
９つの作戦 中間アウトカム 

現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 11年度） 

１ 
望ましい食
習慣を身に
つける 

健康のために「食生活に

気をつけることを心がけ

ている」人の割合 

５９.４％ ９０％ 

１-１健やかな生活を 

支える朝食摂取作戦 

朝食を 
「食べていない」人の
割合 

幼稚園・ 
保育園児 

１.１％ 
０％に 

近づける 小学生 １.９％ 

中学生 ７.８％ 

高校生 １７.６％ ５% 

大学生 ３７.７％ １５% 

一般 
（１８歳～７４歳） 

１３.５％ ５% 

１-２栄養バランス向上 
作戦 

子どもの食生活に当てはまることで 

 

「野菜を食べる量が少ない」 
と回答した人の割合 

３７.１% 

２５%に 
近づける 

「好き嫌いが多い」と 
回答した人の割合 

３６.１％ 

「ながら食べが多い」 
と回答した人の割合 

３１.７％ 

１-３食で支える望ましい 
体重維持作戦 

ＢＭＩが「普通体重」の人の割合 ６５.４％ ７０% 

１-４歯と口から始める 
笑顔の食生活作戦 

食育に関することで、「ゆっくりよく噛
んで食べることについて関心がある」
人の割合 

２３.２％ ５５% 

２ 
食の基本的
な 知 識 、 ス
キルを養う 

食育に関することで、「食

生活の安全性について

関心のある」人の割合 

５２.１％ ７０％ 

２-１みんなで守る 
食の安全・安心作戦 

食品購入時に「食品表示（栄養成分
やアレルギー表示等）に気をつけてい
る」人の割合 

３０.２％ ７０% 

２-２食と命を守る 
災害対応作戦 

食料を「備蓄している」人の割合 ６４.６％ ７０% 

３ 

食 を 通 じ
て、家族、地
域 、 自 然 と
つながる 

食事を「楽しいと思う」人

の割合 
６３.８％ ７０％ 

３-１地域で育む食文化 
継承・共食作戦 

食文化を次世代へ伝えていくことを
「大切だと思う」人の割合 

８７.６％ 
１００％に 
近づける 

平日３食及び休日３食すべて「ひとり
で食事をする」人の割合 

８.３％ 
０％に 

近づける 
４-１つくる想い・つなぐ 

ふるさと愛作戦 
八王子産の農産物を「購入している」
人の割合 

４３.８％ ６０% 

４-２未来にやさしい 
食のサステナブル作戦 

食品ロス削減のために「残さず食べ
る」人の割合 

６９.６％ ８０% 



 

２６ 

  



 

２７ 

 

 

 

第２章 各論 

 
  

第２章 

各論 



 

２８ 
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１ 計画の体系図 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

食を大切にする人々を育むまち 

基本目標 

将来像 

４つの戦略 

９つの作戦 

【共創による食育】  朝食摂取 地産地消 

１．望ましい食習慣を 
身につける 

２．食の基本的な知識、 
スキルを養う 

３．食を通じて、家族、 
地域、自然とつながる 

生涯を通じた 

心身の健康を支える 
食育の推進 

１ 

食と環境の 

調和の推進 

４ 

 
地域や関係者が 
つながる 

食育の推進 

３ 
食の安全・ 

安心の推進 

２ 
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【各論体系図】 

 

 

１-１健やかな生活を支える朝食摂取作戦 
１：資料やパネルによる幼少期の食育周知 ２：高校との連携 ３：大学との連携 ４：ＳＮＳ等を活用した情報発信 

５：児童・生徒および保護者への情報発信 ６：民間事業者との共創 

１-２栄養バランス向上作戦 

１：保護者への情報提供 ２：公設公営保育園での栄養教育 ３：出前講座の実施 ４：親子クッキングの開催 

５：地域・家庭への情報発信 ６：離乳食・幼児食に関する講習会等の実施 ７：夏季休業中の昼食提供 

８：料理教室の実施 ９：家庭・地域への情報発信 １０：食育リーダー研修の実施 １１：食に関する指導の実施 

１２：夏休み元気応援ランチの実施 １３：災害時についての普及啓発 １４：中学校における食に関する指導の実施 

１５：中学生の考えたバランス献立の給食提供 １６：食育教材のデータ配信 

１７：「はちおうじっ子ミニマム＋（食育版）」の実施 １８：食育だよりやホームページ、ＳＮＳ等の活用 

１９：健康ポイントの活用 ２０：健康づくりサポーターの養成 ２１：地域・団体との協働事業 

２２：ホームページ・ＳＮＳの活用 ２３：食に関するイベント等の実施 ２４：外食産業等との協働 

２５：はちおうじ健康応援店への周知啓発 ２６：レシピサイトへの掲載 

１-３食で支える望ましい体重維持作戦 

１：幼児肥満予防の周知啓発 ２：妊娠期の健康・食生活支援 ３：早期受診の体制づくり 

４：食に関する個別的な相談・指導の体制づくり ５：健康相談や健康教室の実施 ６：特定健康診査・保健指導の実施

７：一般健康診査・一般保健指導の実施 ８：健診時の情報提供 ９：フレイル予防の普及啓発 １０：食楽訪問の実施 

１-４歯と口から始める笑顔の食生活作戦 
１：３歳児歯科健診・むし歯予防相談の実施 ２：歯と口腔・歯周病検診の実施 ３：学校でのかみかみ献立の提供 

４：後期高齢者歯科健診の実施 ５：歯科口腔保健に関する普及啓発 

 

  

１. 生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

 

戦略 

９つの作戦 取組 
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２-１みんなで守る食の安全・安心作戦 

１：公設公営保育園での食の安全啓発 ２：食育の日の普及啓発 ３：食の安全に関する授業の実施 

４：児童・生徒および保護者への情報発信 ５：出前講座の実施 ６：食品衛生講習会の実施  

７：特定給食施設への個別指導の実施 

２-２食と命を守る災害対応作戦 
１：災害時についての普及啓発（再掲） ２：防災食体験による防災意識の向上 ３：防災訓練等による防災意識の向上 

４：災害時の食に関する意識啓発 ５：災害時の連携体制強化 ６：災害時の給食センターの活用 

 

３-１地域で育む食文化継承・共食作戦 

１：給食を通したマナー指導 ２：給食を通した伝統行事体験 ３：子ども食堂との連携 ４：伝統食に関わる授業の実施

５：地域の食文化の継承 ６：不登校児童・生徒への給食提供 ７：大学との連携 ８：おはし名人の取組実施 

９：ファミリーサポーターへの食に関する啓発事業 １０：給食センターでの中学生の職場体験の実施 

１１：日本遺産に関する食文化の理解・継承 １２：給食センターでの食育イベント  

１３：フードバンク団体との連携・協働 １４：１００年フード「桑都・八王子のふるさと料理」の普及啓発 

１５：行政栄養士の人材育成 １６：食育推進会議の実施 

 

４-１つくる想い・つなぐふるさと愛作戦 

１：公設公営保育園での食育体験 ２：八王子産米を食べる日の実施 ３：生産者からのメッセージ伝達 

４：給食を通じた地場農産物の提供 ５：学校給食畑で有機農法による野菜の生産  

６：地産地消を目指した地場農産物の加工 ７：道の駅を活用した地産地消の促進 ８：農業祭の開催  

９：はちおうじ農産物直売所マップの配布 １０：収穫体験の実施  

１１：夕やけ小やけふれあいの里での食に関わる体験の実施 

４-２未来にやさしい食のサステナブル作戦 

１：学校農園での体験・活動の実施 ２：「もったいない大作戦」の実施 

３：たい肥化や食品リサイクルに関連した食育の実施 ４：食品ロス削減を目指した地場農産物の加工 

５：SDGｓに関連した食育の実施 ６：フードドライブの周知啓発 ７：ダンボールコンポストを活用した事業の実施 

８：家庭における生ごみ資源化を促進 ９：食品ロス削減の推進 １０：食品ロス削減の促進 

１１：食品ロス削減の周知啓発 

  

２.食の安全・安心の推進 

 

３.地域や関係者がつながる食育の推進 

 

４.食と環境の調和の推進 
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２ 施策の展開 

戦略１ 生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

作戦 １-１ 健やかな生活を支える朝食摂取作戦 

 

●「令和６年度（２０２４年度）八王子市民の食育に関する意識調査」（以下：「意

識調査」）の結果において、朝食を「ほぼ毎日食べている」と回答した割合が７

割強となっています。一方で、大学生では４割台半ばにとどまり、若い世代の朝

食摂取率が低い傾向にあります。 

●朝食を食べない理由としては、「時間がないから」が５割近くと最も多く、次いで

「食欲がないから」「食べない方が体調が良いから」などが挙げられています。 

●朝食を欠食することにより、肥満などの生活習慣病の発症リスクが高まること

が懸念されます。そのため、朝食の重要性を理解し、朝食摂取の習慣を定着さ

せることが必要です。 

 

●自ら食を選び始める若い世代（大学生等）に対して、食育の充実を図ります。 

●市民、民間事業者、大学等との共創によって、市民全体への朝食摂取の定着を推

進します。 

※朝食摂取に関する取組は「共創による食育」に掲載しています。 

●食習慣の基本である朝食摂取の重要性について理解を深めるため、保育園や

学校などでの啓発を進めます。 

 

    について：第４期食育推進計画策定にかかるワークショップで出た取組アイデア 

    について：第４期食育推進計画からの新規の取組 

 

 

 

 

 

 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

朝食を「食べていない」人の 

割合 

幼稚園・ 

保育園児 
１.１％ 

０％に 

近づける 小学生 １.９% 

中学生 ７.８% 

高校生 １７.６% ５％ 

大学生 ３７.７% １５％ 

一般 

 （１８歳～７４歳） 
１３．５％ ５％ 

市民の取組 

 
・朝ごはんを食べる必要性について知りましょう。 

・まずは朝食を摂取するところから始めます。 

地域・団体の取組 

 

・翌日の朝食にそのまま出せるお弁当等を販売したり、温め不要で気軽に食べ

やすい朝食メニューの販売を目指します。 

・社員食堂や学食、カフェテリア等で朝食を提供することを検討します。 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 
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市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 

資料やパネ
ル に よ る 幼
少期の食育
周知 

幼児健診時に朝食摂取に関する資料配布や
パネル掲示を行うことで、乳幼児期からの基本
的な食生活の獲得に向けた支援ができてい
る。 

３歳児健康診査 
実施回数 

７２回 現状維持 〇   〇   
こども家庭
センター 

２ 
高校との 
連携 

市内高校における「総合的な探究の時間」に
おいて、生徒に取り組んでほしい八王子の地
域課題の一つとして、朝食摂取の推奨等、食
育に関する課題を共有し、アンケート調査を行
うことで朝食摂取の大切さなど食への意識が
高まっている。 

出前講座実施回数 - ６校   〇    

青少年
若者課  

健康づく
り推進課 

３ 
大学との 
連携 

ＰＢＬ授業や大学コンソーシアム八王子のネット
ワークを活用して学生へ朝食摂取など食育事
業の周知啓発を行うことで、大学等と市との連
携事業数の増加に向けた取組が進められてい
る。 

大学等と市との 
食育に関する連携 
事業数 

１７９件 ２４４件   〇    

学園都市
文化課 

健康づく
り推進課 

４ 
ＳＮＳ等を活
用 した情報
発信 

若い世代（大学生等）を対象に朝食摂取に関
する情報をホームページやＳＮＳ等で発信でき
ている。 

ＳＮＳ等閲覧数 - 月１，０００回   〇    
健康づく
り推進課 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

５ 

児童・生徒
および保護
者への情報
発信 

食育教材の活用と家庭への情報発信により、
朝食の大切さが児童・生徒および保護者に伝
わり、家庭での食への意識が高まっている。 

朝食に関するミニ 
指導の実施回数 

各校年１回 各校年１回 

 〇 〇 〇 〇  
学校 
給食課 

朝食に関する家庭
への情報発信頻度 

各校年１回 各校年１回 

６ 
民間事業者
との共創 

朝食摂取に関する取組を民間事業者と共創す
ることで、朝食習慣の定着や食の大切さの理
解が促進されている。 

取組の実施件数 - 年１件 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 
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～なぜ朝食は大切？ 知っておきたいポイント♪～ 
 
 

朝ごはんの５つのいいこと 

◎ 脳と体を目覚めさせ、一日のリズムを整える 

◎ 活動や成長に必要なエネルギーと栄養を補給する 

◎ バランスの良い朝食は、胃や腸を動かして、排便を促す 

◎ 体温を上げ、基礎代謝量を増やし、脂肪を燃焼しやすい体にする 

◎ 家族や仲間とコミュニケーションをとる時間になる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝ごはん習慣３つのステップ！ 

◎ 無理せずできることから、 

少しずつステップアップしていくことが大切です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～クックパッド公式  

『はちおうじ元気ごはん』でレシピ公開中！～ 

皆さまの普段の料理作りの参考になればとの思いから、料理レシピサービ

ス「クックパッド」に「はちおうじ元気ごはん」という市のアカウントでレシピを

掲載しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ、「はちおうじ元気ごはん」を参考に美味しい料理を作ってみてくださ

いね。皆さまの「つくれぽ」投稿お待ちしております！ 

 

 

 

      

  はっちくんの 
アイコンが目印だよ / 

コラム コラム 

よくかんで食べることで、腸

が動きはじめ、朝の排便習慣

につながります。 

よくかんで 

食べよう 

朝食で差がつく！ 

学力・体力 

毎日朝食を食べる子ども

ほど、学力調査の平均正答

率や全国体力調査の体力

合計点が高い傾向 
※（参考）農林水産省ホームページより 

※ 

脳のエネルギー 

補給を！ 

主食 

例）ごはん、パン、うどん 

主食+もう１品 

例）卵、豆腐、納豆、 

   ツナ缶、ハム、 

   ウインナーなど 

栄養バランスが 

ぐんとアップ！ 
主食+もう２品 

例）サラダ、果物、 

  牛乳・乳製品など 

栄養バランスだけでなく、 

食事としての満足度もアップ 

ゴール‼ ◎八王子オリジナルの 
料理献立 

◎小学校・保育園で 
人気のメニュー  

◎地元の野菜をたっぷり 
使ったレシピ 

◎平常時、災害時にも 
役立つレシピ  

▶スマートフォンで二次元コードを 

  読み込んでレシピをチェック！ 

▶又は、インターネットで 
   「はちおうじ元気ごはん」で検索↓ 

はちおうじ元気ごはん 

https://cookpad.com/jp 
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戦略１ 生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

作戦 １-２ 栄養バランス向上作戦 

 

●意識調査の結果において、日頃の食生活で「主食・主菜・副菜をそろえる」

「野菜を十分にとる」ことに『気をつけている』と回答した割合は８割台半ばに

のぼります。 

●「主食・主菜・副菜をそろえる」ことに『気をつけていない』と回答した割合は、

年代が低いほど多い傾向が見られます。 

●食生活の基盤を確立するためには、保育園や学校などで、幼年期から望まし

い食習慣を身につけることが必要です。 

 

●保育園や学校などを通じて、規則正しい生活リズムと食習慣の定着を目指し

た食支援を行います。 

●夏季休業中の小・中学生に対しては、栄養バランスのとれた昼食を提供する

取組を進め、児童・生徒の健康の保持増進を図ります。 

●地域や関係団体との連携を強化し、健康的で持続可能な食環境の整備を推

進します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

子どもの食生活に当てはまること

で「野菜を食べる量が少ない」と

回答した人の割合 
幼稚園・ 

保育園児・

小学生 

３７.１% 

２５%に 

近づける 

子どもの食生活に当てはまること

で「好き嫌いが多い」と回答した

人の割合 

３６.１% 

子どもの食生活に当てはまること

で「ながら食べが多い」と回答し

た人の割合 

３１.７% 

 

市民の取組 

・規則正しい生活リズムを作りましょう。 

・１日３食、バランスの良い食事を心がけましょう。 

 

地域・団体の取組 

・栄養バランスや正しい食習慣の普及に取り組みます。 

・減塩や野菜摂取の推進に取り組みます。 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 
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市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 
保護者への
情報提供 

給食関連の情報提供（献立表の配付、展示、た
よりの発行、レシピ掲載など）を行うことで、保護
者と子どもがコミュニケーションをとるきっかけと
なり、保護者への適切な情報提供の場となって
いる。 

給食献立表の配付 月に１回 月に１回以上 

〇   〇   
子どもの
教育・保育
推進課 

給食の展示 給食実施日 給食実施日 

給食だよりの発行 月に１回 月に１回以上 

ホームページへの
レシピ掲載 

月に１回 月に１回以上 

クックパッドを活用
した情報提供 

月に１回 月に１回以上 

月間★すくすくメー
ルを活用したレシ
ピ提供 

年１回程度 年１回程度 

２ 
公設公営保
育園での栄
養教育 

公設公営保育園での栄養教育を行うことで子
どもたちに食の大切さが伝わっている。 

公設公営保育園で
の栄養教育の実施
回数 

３回 ４回以上 〇      
子どもの
教育・保育
推進課 

３ 
出前講座の
実施 

地域の広場等に定期的に出向き、出前講座『乳
幼児の食生活』を実施することで、保護者が子育
ての不安を一人で抱え込まずに済み、乳幼児の
食生活形成と生活習慣への意識付けができて 
いる。 

出前講座実施 
回数 

１８回 １８回 〇   〇   
こども家庭
センター 

４ 
親子 
ク ッ キ ン グ
の開催 

親子クッキングを開催することで、親子で食につ
いて学び、家庭で保護者から子どもへ食につい
て伝える機会を作る。 

親子クッキング 
開催 

５回 
満足度１００％ 

６回 
満足度１００％ 

〇   〇   
子どもの
教育・保育
推進課 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

５ 
地域・ 
家庭への 
情報発信 

地域の子育て家庭へ広く情報発信をすることで、
食に関する知識の普及が図られ、子育て中の不
安や悩みが軽減できている。また、適切な食生活
形成と生活習慣の意識付けができている。 

保育園・はちビバ
子育てひろば事業
での 離 乳 食 ～ 幼
児食講話回数 

年１０回 年１０回 〇   〇   

子どもの
教育・保育
推進課 

青少年
若者課 

６ 

離乳食・幼児
食に関する
講習会等の
実施 

離乳食・幼児食に関する講習会や講演会を実
施することで、乳幼児期から適切な生活リズムと
望ましい食生活形成といった、適切な食習慣の
基礎作りができている。また、知識の普及を図
り、子育ての中での不安や悩みの軽減について
支援できている。 

離乳食講習会対面 １８回 ２４回 

〇   〇   
こども家庭
センター 

オンライン講習会 １２回 ２４回 

幼児食講演会 １回 １回 

７ 
夏季休業中
の昼食提供 

夏季休業中に小学校給食室や給食センターを
活用して調理を行い、学童保育所及び放課後
子ども教室等で児童にバランスのとれた昼食を
提供することで児童の健康の保持増進および食
支援が実施できている。 

昼食提供の 
実施か所数 

８０か所 
（５８校） 

９１か所 
（６８校） 

 〇     
学校 
給食課 

８ 
料理教室の
実施 

夏季休業中等に、児童や保護者が参加できる
料理教室を実施することで、児童が楽しみなが
ら食について学び、健康で安全な食生活を実践
できる力が育っている。 

料理教室の 
実施校数 

１２校 ３０校  〇  〇 〇  
学校 
給食課 

９ 
家庭・ 
地域への 
情報発信 

食に関する指導の全体計画・年間計画を基に、
家庭・地域へ情報発信することで全教職員が協
力しながら、継続的・体系的な食育が行われて
いる。 

家 庭 ・ 地 域 へ の
情報発信頻度  

月１回程度 月１回程度  〇 〇 〇 〇 〇 
教育 
指導課 

１０ 
食育リーダー
研修の実施 

食育リーダー研修を実施することで、各校の取組
などの成果と課題を共有し、食育の推進が図られ
ている。 

食育リーダー研修 １回 １回  〇 〇    
教育 
指導課 

１１ 
食に関する
指導の実施 

食に関する指導の全体計画及び年間指導計画
を基に、教員と栄養士等が連携しながら、授業
時間に食に関する指導を実施することで児童・
生徒が食に関する理解を深め、望ましい食習慣
が身についている。 

教 員と栄 養士 等
が連携しながら、
授業時間に食 に
関 す る 指 導 を 実
施した学校数 

４６校 ５０校  〇 〇    
学校 
給食課 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１２ 
夏休み元気
応援ランチ
の実施 

給食センターを活用し、夏季休業中に「夏休み
元気応援ランチ」を実施し栄養バランスのとれ
た昼食の提供を行うことにより、児童・生徒の健
康の保持増進および食支援が図られている。 

夏 休 み 元 気 応 援
ランチの実施回数 

各センター 
５日間 

各センター 
５日間 

 〇 〇    
学校 
給食課 

１３ 
災害時に 
ついての 
普及啓発 

給食センターにおいて、親子料理教室や「災害
時の備え」などテーマを設定した食育講座を実
施することで、食の大切さや災害時の食の取組
について普及啓発が図られている。 

給食センターを活
用した料理教室、
食育講座の実施
回数 

８回 ８回  〇 〇 〇 〇  
学校 
給食課 

１４ 

中学校に 
おける食に
関する指導
の実施 

食に関する指導の全体計画及び年間指導計画
を基に、給食センター栄養士が中学校を訪問し、
給食時間に食に関する指導を実施する。 

食育訪問の実施
回数 

１校あたり 
１１回 

１校あたり 
１１回 

 〇 〇    
学校 
給食課 

１５ 

中学生の 
考えたバラ
ンス献立の
給食提供 

生徒が家庭科の授業で学習した内容を活かして
『中学生の考えたバランス献立』を考案し、給食
で提供することで、児童・生徒が健康の保持増進
のために望ましい食習慣が身についている。 

「中学生の考えた
バランス献立」の
実施回数 

１２回 １２回  〇 〇    
学校 
給食課 

１６ 
食育教材の
データ配信 

食育教材をモニター等で投影できるようデータ
配信することで、ＩＣＴを活用した食育により食に
関する情報の視覚的な理解が促され、児童・生
徒に望ましい食習慣が身についている。 

データ配信用食育
教材数 

月平均 
１５種類 

月平均 
１５種類 

 〇 〇    
学校 
給食課 

１７ 

「はちおうじ
っ 子 ミ ニ マ
ム ＋ （ 食 育
版 ） 」 の 実
施 

基礎的な食育について、学習用端末上で児童
を対象にテストを行い定着度を把握するととも
に、関連する食に関する情報を学べる『はちおう
じっ子ミニマム＋（食育版）』を導入・実施するこ
とで、児童が食育の基礎を段階的に習得し、そ
の定着度を把握することにより、食に関する自己
管理能力の向上が図られている。 

「 はちおうじっ子
ミニマム＋ （食育
版）」の実施校  

４校 
（試行実施） 

６９校  〇     
学校 
給食課 

１８ 

食育だ よ り
やホームペ
ージ、ＳＮＳ
等の活用 

食育だよりやホームページ、ＳＮＳや学習用端末
を活用して、家庭へ学校での食育の様子や食に
関する情報を発信することで、家庭での食育が
充実している。 

家庭への情報発
信頻度 

給 食 提 供 日
（月２０日） 

給 食 提 供 日
（月２０日） 

 〇 〇 〇 〇  
学校 
給食課 

１９ 
健康ポイン
トの活用 

健康ポイントてくポを活用することでバランスの
良い食事を摂る習慣ができている。 

食事品目の目標
を１０日以上達成
したてくポ登録者
の割合 

３７% ４１%     〇 〇 
高齢者い
きいき課 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

２０ 
健 康 づ く り
サポーター
の養成 

地域における食育の普及啓発を行うため、健康
づくりサポーターを養成することで、地域におけ
る食育の普及啓発が進められている。 

食育に関する講座
の実施回数 

２回 １回    〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 

２１ 
地域・団体
との協働 
事業 

地域で活動する団体や栄養士会に対して食に関
する情報提供や活動支援、協働事業を行うこと
で、地域における食育の普及啓発が進められて
いる。 

在宅栄養士会に
対する活動支援数 

２３回 ２４回    〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 

２２ 
ホームペー
ジ・ＳＮＳの
活用 

ホームページやＳＮＳを活用して食育に関する情
報を発信することで、情報提供の充実が図られ
ている。 

ホームページ 
閲覧数 

年間２８，５３５ 
ページビュー 

年間３０，０００ 
ページビュー 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 

２３ 
食に関する
イ ベ ン ト 等
の実施 

食に関するイベント等を実施することで、市民や
地域団体に対して食育に関する情報の普及啓
発が広く行われている。 

食育に関する情報
提供を行うイベン
ト数 

５回 ６回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 

２４ 
外食産業等
との協働 

外食産業等に対して健康に配慮した取組の働
きかけや食育に関する情報発信を行うことで、食
育の普及啓発が進められている。 

はちおうじ健康応
援店への情報発
信回数 

２回 ２回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 

２５ 

は ち お う じ
健康応援店
への周知 
啓発 

食環境整備事業であるはちおうじ健康応援店への
周知啓発を行うことで、市民の生活習慣病予防につ
ながっている。 

はちおうじ健康応
援店登録店舗数 

１６４店舗 ２００店舗 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 

２６ 
レシピサイト
への掲載 

国内最大のレシピサイト『COOKPAD』に月１回
以上、野菜摂取・減塩・学校給食・郷土料理など
多様なレシピを掲載することで、より多くの市民
に対して八王子の食文化や食育に関する情報
提供が行われている。 

ＣＯＯＫＰＡＤ掲載レ
シピを作った人数 

１１,８６４人 １５,０００人 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 
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～給食センター「はちっこキッチン」から広がる食育の輪～ 
 

 

令和６年度（２０２４年度）に５つの給食センター「はちっこキッチン」が完成し、市内全ての

児童・生徒に、栄養バランスがとれたあたたかい給食を提供できるようになりました。 

また、給食センターには以下のような様々な役割があります。 

 

 

１.食育の拠点 

試食会や「はちっこキッチンフェスタ」、料理教室などを開催し、地域

に向けて給食の魅力や給食センターの役割を発信しています。 

 

 

３.子どもへの食支援 

夏休みに、給食センターで昼食を提供する「元気応援ランチ」や学

童保育所への昼食提供を実施し、子どもの健康増進と保護者の負担

軽減を図っています。 

 

２.災害時の食支援 

災害時、避難所にあたたかい食事を届けます。また、災害時に役立

つパッククッキング料理教室などを通じて、平常時からの備えについて

普及啓発を行っています。 

 

４.安心できる居場所づくり 

不登校児童・生徒へ給食センターを開放し、給食提供を通じて、社

会とつながるきっかけとなるよう支援しています。 

今後も、給食センターでは、子どもたちの健やかな成長を支えながら、地域の食育推進に取り組んでいきます。 

 

  

コラム 

▲給食センターでの調理の様子 ▲はっちくん 

（はちっこキッチンフェスタにて） 
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戦略１ 生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

作戦 １-３ 食で支える望ましい体重維持作戦 

 

●意識調査の結果において、「普通体重」は６割台半ば、「肥満」は約２割、「低

体重（やせ）」は１割近くとなっています。 

●「低体重（やせ）」は女性の１０〜２０代で２割弱と高く、一方で「肥満」は男性

の５０代で約４割と高い傾向が見られます。 

●適正体重を維持するためには、妊娠期・幼年期・少年期から望ましい食生活を

意識付けることが必要です。 

 

●健康相談や健康教育の実施、健診に合わせた栄養相談を通じて、健康的な食

事への意識を高め、適正体重の維持に向けた支援を行います。 

●妊娠期からの母子保健活動において、望ましい食生活への意識付けを行い、

生活習慣病の予防につなげます。 

●民間事業者との連携を強化し、健康的で持続可能な食環境の整備を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

ＢＭＩが「普通体重」＊の人の割合 
全体 

 （１８歳～７４歳） 
６５.４％ ７０％ 

＊普通体重とは BMI（肥満度を評価するための指標）１８.５～２５.０未満を指す 

 

市民の取組 

・自身の適正体重について知りましょう。 

・自身の食事量と内容を見直しましょう。 

 

地域・団体の取組 

・個々にあった適正な食事量と内容について、啓発活動に努めます。 

・中食、外食でも健康的な食事を選びやすくすることで、適正体重の維持を支援

します。 

 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 
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市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 
幼児肥満予防
の周知啓発 

健診を通して八王子市医師会小児科部
会と作成したポスターを掲示することで、
養育者に乳幼児期からの肥満対策の重
要性が周知され、幼児期の肥満予防に
つながっている。 

幼児肥満に関するチラシ
の配布数 

１４４回 １４４回 

〇      
こども家庭
センター 

１歳６か月児健診、 
３歳児健診実施回数 

１４４回 １４４回 

２ 
妊 娠 期 の 健
康・食生活 
支援 

パパママクラス（保健・栄養）やオンライ
ン講座を実施することで、妊婦自身や家
族の食事を見直す機会となり、出産後の
望ましい食生活が生活習慣病予防につ
ながるという意識付けがされている。 

パパママクラス 
の実施回数 

１５回 １２回 

   〇   
こども家庭
センター 

オンラインパパママクラス
の実施回数 

３回 １回 

３ 
早 期 受 診 の
体制づくり 

児童生徒の定期健康診断結果から作
成される成長曲線を活用し、治療が必
要なやせや疾患の可能性がある場合
に、早期に医療機関への受診を勧奨で
きる体制づくりに向けた検討が行われて
いる。 

検討委員会の開催 ２回 １回  〇 〇    
教育 
指導課 

４ 食に関する 
個別的な 
相談・指導の
体制づくり 

肥満・やせ傾向等の児童・生徒が望まし
い食生活を送れるよう、食に関する個別
的な相談・指導ができる体制づくりに向
けた検討を行う。 

検討会の開催 ０回 １回  〇 〇    
学校 
給食課 

５ 
健 康 相 談 や
健 康 教 室 の
実施 

個別の健康相談や健康教室、講演会を
実施することで、自分自身の体を振り返
り状況を知る機会が提供され、生活習
慣病の予防につながっている。 

健康相談者数 - １５０人 

   〇 〇 〇 
保健福祉
センター 

健康教育の実施回数 - ６回 

６ 
特 定健康 診
査・保健指導
の実施 

特定健康診査・特定保健指導を実施す
ることで、目標値の達成が進み、メタボリ
ックシンドローム該当者の減少につなが
っている。 

特定健康診査受診率 
４５.０％（R６
法定報告値） 

６０％ 

   〇 〇 〇 
成人 
保健課 

特定保健指導実施率 
２５.４％（R６
法定報告値） 

６０％ 

メタボ減少率 
２０.３％（R６
法定報告値） 

２６％ 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

７ 
一 般健康 診
査・一般保健
指導の実施 

一般健康診査や一般保健指導を実施す
ることで、市民の健康状態の把握と生活
習慣病予防に向けた支援ができている。 

一般健康診査受診者数 １,７３７人 

継続実施    〇 〇 〇 
成人 
保健課 

一般保健指導実施者数 １１人 

８ 
健診時の 
情報提供 

健診時にパンフレットを配布し、保健指
導時に対象に応じた情報提供を行うこ
とで、生活習慣病予防につながって 
いる。 

パンフレット配布率 １００％ １００％    〇 〇 〇 
成人 
保健課 

９ 
フレイル予防
の普及啓発 

通いの場等でフレイル予防の普及啓発
を行うことで、高齢者が予防法を知り、
実践するきっかけとなり、介護予防につ
ながっている。 

高齢者の保健事業と介
護予防の一体的実施に
おける通いの場等での
ポピュレーションアプロ
ーチの実施回数 

７５回 ８０回      〇 
保健福祉
センター 

１０ 
食 楽 訪 問 の
実施 

訪問型短期集中予防サービス『食楽訪
問』の実施により、高齢者が元気だった
時の食生活を取り戻すことができるよう、
管理栄養士が３か月間の短期集中的な
面談を中心とした支援を行い、「楽しく・
楽に食べる食生活」の獲得・維持につな
げていく。 

訪問支援の利用件数 ４０回 ６０回      〇 
高齢者 
いきいき課 

 

～楽しく食べて健康に！「食ナビ訪問」～ 

要介護認定者を除く６５歳以上の皆様に、 

①食欲が落ちている、②飲み込むとむせる、③口臭が気になる、などの「食べること」 

に関する困りごとや、偏った食事をしているなどの「栄養」に関する心配ごとに対して、高齢者あんしん相談セ

ンターの職員又は担当ケアマネジャーと一緒に言語聴覚士・管理栄養士・歯科衛生士の専門職がご自宅を訪

問し、今後の暮らしに向けた助言を行います。 

コラム 

▲食ナビ訪問の様子 
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～減塩で健康生活～ 
 
 

食塩をとり過ぎると、血圧が上がることで、心臓や脳の病気が起こりやすく

なったり、胃がんのリスクが上昇したりします。 

日本人の食事摂取基準(２０２５年版)によると、生活習慣病の発症予防を

目的とした食塩摂取量の目標量は、男性７.５ｇ未満、女性６.５ｇ未満とされて

います。一方、令和６年（２０２４年）国民健康・栄養調査によると、日本人の 

１日あたりの食塩摂取量は、男性１０．５ｇ、女性８．９ｇという結果が示されてい

ます。 

だしを使ったり、減塩の調味料を使用したり、風味づけに香味野菜を使うな

ど、できるところから減塩に取り組んで、徐々にうす味に慣れていきましょう。 

 

＜まずは食品の栄養成分表示を確認してみましょう＞ 

 

 

 
 

～生活習慣病の予防に向けた取組～ 
 
 

大横・東浅川・南大沢保健福祉センターでは、市民の健康をサポートする

取組を行っています。「健康診断の結果が届いたけど見方がわからない」

「結果で気になるところがあるけど何から取り組んだらよいのかわからない」

などの相談を保健師・栄養士が個別で対応しています。 

また自分の健診結果を理解し、運動や食に関する正しい知識を身につけ、

自ら生活習慣病の予防に取り組むことができるように、保健師・栄養士など

による講話等も行っています。 

 

 

       

コラム コラム 

高血圧予防のため、 

食塩相当量をチェック！ 

減塩には、高血圧の予防や 

管理に効果があります。 

▲栄養成分表示の例 

▲生活習慣病予防教室の様子 
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戦略１ 生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

作戦 １-４ 歯と口から始める笑顔の食生活作戦 

 

●「第４期八王子市保健医療計画」及び「第２期八王子市がん対策推進計画」

に係る市民意識調査では、歯科検診を「受けていない」と回答した人が４割弱

となっています。 

●歯科疾患の早期発見・早期治療や口腔機能の維持のため、歯科検診の受診

を引き続き推奨することが重要です。 

●高年期における摂食・嚥下（えんげ）障害や誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえ

ん）の予防、オーラルフレイル対策は、健康寿命の延伸に効果的であり、口腔

機能の維持・向上が求められています。 

 

●生涯自分の歯を保ち、口腔の健康を維持するために、定期的な歯科検診や相

談を通じて、むし歯や歯周病などの歯科疾患を早期発見し、口腔機能の維持・

向上を図ります。 

●市民が口腔保健の重要性を理解し、適切な口腔ケアを実践できるよう、講演

会やセミナー等を開催し、普及啓発活動を行います。 

●嚥下（えんげ）機能の低下や低栄養、口腔乾燥症などのオーラルフレイルに関

する適切な予防方法について周知啓発を行い、歯科検診等を実施します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

食育に関することで、「ゆっくりよ

く噛んで食べることについて関

心がある」人の割合 

全体 

 （１８歳～７４歳） 

２３.２％ ５５％ 

 

市民の取組 

・かかりつけ医をもち、定期的に歯科検診を受けましょう。 

・消化促進や嚥下（えんげ）機能の低下を防ぐため、一口に３０回以上噛むことを

心がけ、正しい姿勢で食事をします。 

 

地域・団体の取組 

・定期的な歯科検診の重要性について、市民に啓発します。 

・動画やリーフレットを活用し、口腔保健の重要性をわかりやすく伝えます。 

 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 
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市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 

３歳児歯科
健 診 ・ む し
歯予防相談
の実施 

３歳児歯科健診・むし歯予防相談の実施によ
り、むし歯のない者の増加につながっている。 

（令和６年度（２０２
４年度）） 
３歳児歯科健診実
施回数 
（令和１１年度（２０
２９年度）） 
３歳児歯科健診の
むし歯のない者 

７２回 増加 〇      
こども家庭
センター 

２ 
歯と口腔・ 
歯周病検診
の実施 

歯と口腔・歯周病検診の実施により歯周病の
予防や早期発見につながっている。 

歯と口腔・歯周病検
診の受診率 

４０歳：３.９％ 
継続実施 
（※前年度よ
りも実施率を
上回ることを
目標とする。） 

  〇 〇 〇 〇 
成人 
保健課 

５０歳：３.３％ 

６０歳：４.６％ 

７０歳：４.８% 

３ 
学校での 
かみかみ献
立の提供 

歯と口の健康週間やいい歯の日に合わせて、
かみかみ献立を提供するとともに、歯科衛生士
によるメッセージを盛り込んだ食育教材を活用
してかむことの大切さを伝え、児童・生徒がよく
かんで食べる習慣を身につける。 

か み か み 献 立 の
実 施 回 数  

各校２回 各校２回  〇 〇    
学校 
給食課 

４ 
後期高齢者
歯科健診の
実施 

後期高齢者歯科健診の実施により、高齢者の
オーラルフレイルの予防ができている。 

後 期 高 齢 者 歯 科
健診受診率  

７６歳：５.６％ 
継続実施 
（※前年度よ
りも実施率を
上回ることを
目標とする。） 

     〇 
成人 
保健課 

８０歳：５.０％ 

５ 
歯科口腔 
保健に関す
る普及啓発 

歯科口腔保健に関するリーフレットの配布や講
演会を実施することで市民の生涯にわたる健
康の保持及び増進が図られている。 

講演会開催回数 １回 １回 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

健康づく
り推進課 

リーフレット配布数 ３,８６６枚 ４,０００枚 
口腔保健
支援 
センター 
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戦略２ 食の安全・安心の推進 

作戦 ２-１ みんなで守る食の安全・安心作戦  

 

●意識調査の結果において、「食育について関心のある内容」として「食品の安

全性」と回答した割合が５割強となっており、市民の関心が高まっています。 

●こうした関心に応えるため、市民に対して正確でわかりやすい情報を迅速に提

供し、食品衛生や食の安全・安心に関する知識の普及啓発を進めることが重要

です。 

●食や健康に関する情報があふれる中、正しい知識や情報を見極める力を育む

ことが求められています。 

 

●食物アレルギーや食中毒などへの対策として、授業や講習会を通じて、食の安

全に関する適切な知識の普及啓発を進めます。 

●食品関連事業者に対し、講習会等を実施することで、食品衛生管理の徹底を

図り、市民の食に対する安全に努めます。 

●保育園等の給食においては、誤嚥や窒息を予防する献立を提供し、安全・安心

な食環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

食品購入時に「食品表示（栄養

成分やアレルギー表示等）に気

をつけている」人の割合 

全体 

 （１８歳～７４歳） 
３０.２％ ７０％ 

 

市民の取組 
 

・調理や食事をする前は、丁寧な手洗いや手指消毒を行いましょう。 

・食品の購入時や外食、中食を利用する際は、栄養成分表示やアレルギー表示

を確認するように意識しましょう。 

 

地域・団体の取組 

・食品の栄養成分表示やアレルギー表示の適正な管理と提供をします。 

・食中毒などの発生を防ぐため、食品の適切な管理と衛生環境の維持に努める

とともに、HACCP（食品の製造工程で食中毒などを防ぐために、重要なポイン

トを監視・管理する仕組み）に沿った衛生管理を実施します。 

 

 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 
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市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 
公設公営 
保育園での
食の安全啓発 

給食だよりへの掲載、栄養教育、誤嚥や窒息
予防献立の提供を行うことで、保護者および
園児の誤嚥・窒息防止に関する知識が向上し
ている。 

給食だよりへの掲載
回数 

年１回 年１回 

〇   〇   
子どもの
教育・保育
推進課 

栄養教育実施回数 年１回以上 年１回以上 

誤嚥や窒息予防献立
の提供回数 

年２回 年２回 

２ 
食育の日の
普及啓発 

毎月１９日の食育の日の普及啓発や、学期に
一度の児童・生徒集会での取組、食の安全に
関する授業を行うことで、児童・生徒が身につ
けさせたい力を育むことができている。 

食育の日の普及啓発
頻度 

学期に 
１回程度 

学期に 
１回程度 

 〇 〇    
教育 
指導課 

３ 
食の安全に 
関する授業
の実施 

特定給食施設への個別指導（巡回）および集
団指導を実施することで、教科・領域の中で食
の安全に関する学習が実践できている。 

食の安全に関する
学習の授業数 

学期に 
１回程度 

学期に 
１回程度 

 〇 〇    
教育 
指導課 

４ 

児童・生徒
および保護
者への情報
発信 

食育だより等を活用して食物アレルギーや食中
毒予防に関する情報を家庭へ発信することによ
り、児童・生徒および保護者の食の安全・安心
に関する適切な知識の普及啓発ができている。 

食 物 アレルギーや
食中毒予防に関す
る家庭への情報 
発信頻度 

各校年１回 各校年１回  〇 〇 〇 〇  
学校 
給食課 

５ 
出前講座の
実施 

市民への出前講座を実施することで、食の安
全や食品に関する正確な情報が市民に広く提
供されている。 

出前講座実施回数 ０回 年１回以上   〇 〇 〇 〇 
生活 
衛生課 

６ 
食品衛生 
講習会の実施 

食品関連事業者への実務講習会を実施する
ことで、営業者の食品衛生管理の徹底が図ら
れている。 

実務講習会実施回数 ２回 年１回以上   〇 〇 〇 〇 
生活 
衛生課 

７ 
特定給食施
設への個別
指導の実施 

特定給食施設への個別指導（巡回）を年２０
回実施し、また、講習会の充実を図ることで、給
食施設における栄養管理・衛生管理の資質向
上を目指す。 

特定給食施設への
個別指導（ 巡回）
施設数  

２３施設 ２０施設以上 

  〇 〇 〇 〇 
生活 
衛生課 

講習会の実施回数 １１回 ５回以上 
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戦略２ 食の安全・安心の推進 

作戦 ２-２ 食と命を守る災害対応作戦  

 

●意識調査の結果において、災害時に備えた食料を「備蓄している」と回答した市

民は６割台半ばにのぼります。 

●備蓄している食料の内容としては、「精米、無洗米、パックご飯」が７割強と最も

多くなっています。 

●備蓄の重要性や災害時の栄養・食生活に関する課題への理解を広げるため、

引き続き、普及啓発を進めることが必要です。 

 

●市民が「自助・共助」の意識を高め、平常時から備えを行い、有事の際、助け合

いができるよう、定期的な防災訓練の実施や情報提供を継続し、安全・安心な

生活の実現を目指します。 

●有事の際にも安全・安心な生活を維持できるよう、災害時の食を支える連携体

制の強化を図ります。 

●子どもの頃から災害への備えを意識できるよう、知識や理解を深める講座や体

験活動を実施します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

食料を「備蓄している」人の 

割合 

全体 

 （１８歳～７４歳） 
６４.６% ７０％ 

 

市民の取組 

 

・災害時に備えてローリングストックを活用しながら、３日分の食料を備蓄しましょう。 

・防災意識の向上のため、防災訓練や講座等に参加しましょう。 

 

地域・団体の取組 

・備蓄の重要性について伝えます。 

・関係者同士の連携体制を強化します。 

 

 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 

 

 



 

51 

市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 
災害時につ
いての普及
啓発（再掲） 

給食センターにおいて親子料理教室や『災害
時の備え』などのテーマを設定した食育講座
を実施することで、食の大切さや災害時の食の
取組についての普及啓発が図られている。 

給食センターを活用
した料理教室、食育
講座の実施回数 

８回 ８回  〇 〇 〇 〇  
学校 
給食課 

２ 
防災食体験
による防災
意識の向上 

小学校で給食にアルファ米・乾パン・クラッカー
等を取り入れることで、児童が日常生活の中
で防災を身近に感じ、防災意識の醸成につな
がっている。 

給食でのアルファ米
等を使用する学校数 

３４校 ５０校  〇 〇    防災課 

３ 
防災訓練等
による防災
意識の向上 

出前講座や防災訓練において、備蓄について
言及することで、非常時に備えた物資の備蓄
の必要性について、地域住民の理解促進と意
識向上が図られている。 

出 前 講 座 等 で の
講座数  

３０回 ４０回  〇 〇 〇 〇 〇 防災課 

４ 
災害時の 
食に関する
意識啓発 

イベントなどの際に、地域の栄養士会や関係
団体・所管課と連携して災害時における食に
ついて情報提供することで、市民に災害時の
食に関する理解促進と取組の推進が図られて
いる。 

災害時における食
に関する展示回数 

２回 ２回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

健康づく
り推進課 
はちおうじ
健康づくり
推 進 協
議会 

５ 
災害時の 
連携体制強化 

パンデミックや災害等有事の際の食育の進め
方やあり方を検討することで、災害時における
連携体制の構築が進められている。 

災害時における連
絡体制のための検
討会の実施回数 

５回 ６回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

健康づく
り推進課
（各栄養
業 務 関
係 所 管
課） 

６ 
災害時の 
給食センタ
ーの活用 

給食センターにおいて、災害時に避難所等へ
あたたかい食事を提供する食支援体制を整備
し、イベント等でその機能について普及啓発を
行うことで、市民の防災意識が高まっている。 

災害時の食支援体制
が整 備 されている
センター数 

５センター ５センター 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
学校 
給食課 
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戦略３ 地域や関係者がつながる食育の推進 

作戦 ３-１ 地域で育む食文化継承・共食作戦  

 

●意識調査の結果において、平日・休日の３食すべてを「ひとりで食事をする」と回

答した割合は１割近くとなっています。 

●地域コミュニティの希薄化や単身世帯の増加、働き方の多様化により孤食が増

加しており、栄養バランスの低下や食事マナーの悪化につながる可能性があり

ます。そのため、家庭・地域・職場・学校などで、誰かと一緒に食事をする機会を

増やし、食を楽しみながら正しい食習慣を身につけることが重要です。 

●核家族化や単身世帯の増加、外食・中食の利用、食のグローバル化の進行によ

り、郷土料理や行事食等の伝統的な食文化に触れる機会が減少しています。地

域に根ざした食文化を守り、次世代へ継承していくことが求められています。 

 

●家族・地域・職場・学校などで食事を共にする機会を推進することで、食を通じ

たコミュニケーションの充実や社会とのつながりの形成を図ります。 

●子ども食堂等、共食の場の提供支援を通じて、共食を希望する人が安心して

参加できる環境づくりを進めます。 

●給食や授業を通じて、子どもたちが食事のマナーを学び、郷土料理や行事食に

触れることで、地域の食文化を理解し、次世代へ継承します。 

 

 

 

 

 

 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

食文化を次世代へ伝えていくこと

を「大切だと思う」人の割合 

全体 

（１８歳～７４歳） 
８７.６% 

１００％に 

近づける 

平日３食及び休日３食すべて「ひと

りで食事をする」人の割合 

全体 

（１８歳～７４歳） 
８.３％ 

０％に 

近づける 

 

市民の取組 

 

・地域の郷土料理や行事食などについて知りましょう。 

・季節ごとに旬の食べ物に触れ、味わってみましょう。 

 

地域・団体の取組 

 

・地域で食事をする機会を提供します。 

・子ども食堂同士で定期的に話し合いやイベントができるよう検討します。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 
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市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 
給食を通した
マナー指導 

給食を通して食事のマナー指導を行うことで、
子どもたちの食事のマナーが身についている。 

給食を通した食事
のマナー指導回数 

給食実施日数 給食実施日数 〇      
子どもの
教育・保育
推進課 

２ 
給食を通し
た伝統行事 
体験 

給食に伝統行事食を取り入れることにより、子
どもたちが食べ物の旬や郷土料理、伝統行事
食に触れる機会が設けられている。 

季節の行事食を給食
に取り入れる回数 

１１回 １８回 〇      
子どもの
教育・保育
推進課 

３ 
子ども食堂
との連携 

子ども食堂連絡会や支援講座の開催により、
子どもたちが地域の方とともに食事ができる
場が確保されている。 

子ども食堂の登録団体
がある中学校区数 

２６区 ３７区 〇 〇 〇    
子どもの
しあわせ
課 

４ 
伝統食に 
関わる授業
の実施 

行事食や伝統食の学習に関わる授業により子
どもが郷土料理や行事食、伝統食について学
び、体験できている。 

行事食や伝統食の
学習に関わる教科
や授業数 

１学期に 
１回程度 

１学期に 
１回程度 

 〇 〇    
教育 
指導課 

５ 
地域の 
食文化の継承 

日本遺産献立や郷土料理の給食提供、食育
教材の活用によって、児童・生徒の郷土愛が
醸成され、食文化の継承につながっている。 

地域の食文化を伝え
る給食の提供回数 

各校１６回 各校１６回  〇 〇    
学校 
給食課 

６ 
不 登 校 児
童・生徒へ
の給食提供 

給食センターを活用し、不登校児童・生徒へ給
食の提供を行うことにより、食を通じて社会と
つながる機会が創出されている。 

実施センター数 ５センター ５センター  〇 〇    
学校 
給食課 

７ 
大学との 
連携 

SDGｓや食文化の継承等大学の専門性を活
かした連携により、児童・生徒が食に関する理
解を深め、望ましい食習慣が身についている。
また、大学生が食に触れる機会となり、地域全
体の食育推進が図られている。 

大学と連携した 
延べ取組数 

０回 ３回  〇 〇    
学校 
給食課 

８ 
おはし名人
の取組実施 

食育月間に「おはし名人」取組の実施により、
児童・生徒が食事のマナーを身につけ健全な
食生活を実践できる力が育っている。 

おはし名人の取組
を実施した学校数 

全校 全校  〇 〇    
学校 
給食課 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

９ 

ファミリーサ
ポーターへ
の食に関す
る啓発事業 

ファミリーサポート養成講座等における離乳
食、幼児食の講義により、ファミリーサポーター
の知識向上が図られている。 

取組の実施回数 ４回 ３回以上    〇 〇 〇 
子どもの
教育・保育
推進課 

１０ 

給食センタ
ーでの中学
生の職場体
験の実施 

中学生が給食センターにおいて献立作成や調
理、食育訪問等栄養士や調理員の業務を体
験することで、食への関心や理解が深まるとと
もに感謝の心が育まれている。 

実施センター数 ５センター ５センター  〇 〇    
学校 
給食課 

１１ 

日本遺産に
関する食文
化の 理解・
継承 

民間事業者や大学等との連携による取組を通
じて、日本遺産に関する食文化の理解・継承
ができている。 

日本遺産に関する
食文化の理解・継
承に向けた、民間事
業者や大学等との
取組数 

２件 ５件以上   〇 〇 〇 〇 
日本遺産
推進課 

１２ 
給食センタ
ーでの食育 
イベント 

給食センターにおいて、地域住民を対象とした
食育イベントや試食会の実施により、学校給食
の普及啓発と地域全体の食育推進が図られ
ている。 

食育イベント開催回数 
各センター 
年１回 

各センター 
年１回 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
学校 
給食課 

試食会開催回数 
各センター 
月３～４回 

各センター 
月３～４回 

１３ 
フードバンク
団体との連
携・協働 

フードパントリーの開設支援など、フードバンク
団体との連携によって、生活困窮者への支援
体制が地域で強化・展開されている。 

市からフードバンク
団体への支援依頼
件数 

８２１世帯 ８００世帯 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
生活自立
支援課 

１４ 

１００年フード
「 桑 都 ・ 八
王子のふる
さ と 料 理 」
の普及啓発 

１００年フード「桑都・八王子のふるさと料理」
の普及啓発により、市民の郷土愛が醸成され
ている。 

１００年フード関連
食育教材数 

月１回 月１回 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
学校 
給食課 １００年フード関連食

品の商品化など普
及啓発活動数 

１回 １回 

１５ 
行政栄養士
の人材育成 

本市の行政栄養士による組織横断的な人材
育成や業務推進により、市民が自然に健康に
なれるよう食育が推進されている。 

人材育成検討部会
の実施回数 

５回 ６回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

健康づく
り推進課 
（各栄養
業務関係
所管課） 

１６ 
食育推進会
議 の実施 

食育推進会議を実施し、各団体がそれぞれの
立場から意見交換を行うことで、市民一人ひと
りが食に関する正しい知識・情報を得られる環
境づくりにつながっている。 

八王子市食育推進
会議実施回数 

３回 ３回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
健康づく
り推進課 
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～共食をするとこんないいこと～ 
 
 

食を共にすること、「共食（きょうしょく）」には、「一緒に食べる」ことだけで

はなく、「何をつくろうか？」、「おいしかったね」と話し合うことも含まれます。共

食をするために、工夫できることを考えてみることも大切です。 

 

＜家族や仲間と一緒にできること、やってみたいことにチェックしてみましょう。＞ 

 
 

公設公営保育園では、給食だよりの中で共食についても紹介しています。

また市内小学校でも給食の時間に食育教材を使って「みんなで食べたらお

いしいね」「食後に食べた感想を話したり、学校でのできごとを話したりする

と、心も体も元気になります」といったミニ指導を行っています。健康的な食習

慣を子どものうちに身につけることは、将来大人になってからの健やかな心と

体を育む基礎になります。 

 
 

～「道の駅八王子滝山」が食文化ミュージアムに認定されました！～ 
 
 

令和７年（２０２５年）４月、文化庁の事業である「食文化ミュージアム」に、

東京唯一の道の駅である、「道の駅八王子滝山」が認定されました。「食文

化ミュージアム」とは、地域に根差した食文化又は特定分野の食文化を発信

する施設であり、道の駅八王子滝山では、地場農産物や郷土料理をいつで

も購入・飲食することができます。 

 

市内の農家が丹精込めて育てた四季折々

の新鮮野菜をはじめ、江戸東京野菜に認定さ

れた川口エンドウ、八王子ショウガのほか、ふ

るさと料理「かてめし」や、ご当地グルメ等の提

供により、東京・八王子の食文化の魅力発信

に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

□どんな食事にしようかを考える 

□材料をそろえる（買い物、収穫など） 

□料理を作る（下ごしらえ、調理、盛り付けなど） 

□配膳、食卓の準備、声かけをする 

□食べる 

□後片付けをする（食器を片づける、洗う、廃棄、保存） 

□感想を話したり、聞いたりする 

コラム コラム 
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～１００年フード認定「桑都・八王子のふるさと料理」～ 
 

 

本市の学校給食では、古くから伝わる「かてめし」や地域にゆかりのある

桑の葉を使用した「桑都焼き」、そうめんを絹糸に見立てた「絹のお吸い物」

など、八王子の里山や畑で収穫される地場農産物を使用し、地域の歴史や

文化に触れられる「ふるさと料理」を提供してきました。 

令和６年（２０２４年）３月、これらの地場農産物や歴史、文化を取り入れた

「桑都・八王子のふるさと料理」が、文化庁の１００年フードに認定されまし

た。１００年フードは、地域で１００年続く食文化として継承していくことを目指

す文化庁の事業です。 

これからも、給食を通して子どもたちへふるさとの魅力を伝えていきます。 

 

 
 

～地域に根ざした朝食提供の子ども食堂  

バラエティクラブの取組～ 
 

南大沢で平成２０年（２００８年）に発足した

バラエティクラブは、地域のつながりを育む場

として、子ども食堂を運営し、学校の夏季休業

中には朝食も毎日提供しています。食事の提

供を通じて、子どもの健やかな成長や居場所

づくりを支える役割を担っており、不登校の子

どもも安心して通える環境が整えられていま

す。さらに、地元農家や店舗から食材を調達す

ることで、地域資源を活かした自立的な運営

を続けています。 

 

こうした地域コミュニティの力による支え合いの仕組みが、持続可能な食

育活動の基盤となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

コラム コラム 

▲食育教材一例 

▲バラエティクラブの様子 
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～地域で食育活動を支える栄養士活動団体～ 「八王子管理栄養士の会 ダイエタリー・フレンズ」 「八王子地域活動栄養士会」 
 

 

本市には地域で活動する栄養士団体が２団体あり、日々市民の健康づくりを食の面からサポートする活動を行っています。今回は「八王子管理栄養士の会ダイ

エタリー・フレンズ」と「八王子地域活動栄養士会」の活動内容をご紹介します。 

 

「八王子管理栄養士の会 ダイエタリー・フレンズ」は、生活習慣病予防を

踏まえた料理教室、子どもから高齢者まで、地域住民の健康づくりを支える

活動に取り組んでいます。地域イベントでの食育教室、季節の食材を使った

レシピ紹介、栄養相談などの活動を行っています。 

「八王子地域活動栄養士会」は、健康フェスタ・食育フェスタをはじめとす

る市関連のイベントや市民センターまつりなどに参加、料理教室の講師派遣

などを通して、子どもから高齢者まで地域の健康づくりをサポートする活動に

取り組んでいます。 

 

  

コラム 

▲八王子管理栄養士の会 

ダイエタリー・フレンズ 
▲料理教室の様子 ▲八王子地域活動栄養士会 

 

▲いちょうまつりでの出展の様子 
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戦略４ 食と環境の調和の推進 

作戦 ４-１ つくる想い・つなぐふるさと愛作戦  

 

●本市は豊かな食資源に恵まれ、都内でも随一の農業生産高を誇っています。 

●意識調査の結果において、八王子産の農産物を「購入している」と回答した割

合は４割強となっています。一方で、「購入したことがない」「わからない」と回答

した人の理由として、「八王子産の表示がないので分からない」が３割近くと最

も多くなっています。 

●実際に地場農産物の購入・消費につながる行動を促すためにも、更なる地産地

消の推進が必要です。 

 

●保育園や学校の給食に八王子産の農産物を積極的に活用することで、子ども

たちが地場農産物に親しみ、地域の自然・文化・産業への理解を深めるととも

に、食の楽しさや大切さ、食への感謝の心、郷土愛を育むことを目指します。 

●生産者との交流や農業体験等を通じて、生産から消費までの過程への理解を

深め、食への関心を高める取組を推進します。 

●給食に有機農法による野菜を取り入れることで、地産地消や環境保全に関する

理解と関心を高め、地域の自然・文化・産業への理解を深める取組を進めます。 

※地産地消に関する取組は「共創による食育」に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

八王子産の農産物を「購入して

いる」人の割合 

全体 

（１８歳～７４歳） 
４３.８％ ６０％ 

 

市民の取組 
 

・八王子産の農産物を購入する機会を増やしましょう。 

・農業体験等を通じて、食の楽しさや大切さを実感しましょう。 

 

地域・団体の取組 

 

・農業体験やイベント、ツアー等を実施し、農業の理解促進を図ります。 

・市と連携しながら、地域の農産物の魅力を発信し、地産地消の推進や農業へ

の理解促進、地域資源の活用を図る取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 
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市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 
公設公営 
保育園での
食育体験 

おにぎりづくりや野菜に触れる体験、栽培・収穫、収
穫祭、調理保育などの活動を通して、食べ物を身近
に感じられるようになっているほか、料理ができる
までの過程や、食べ物に関わる様々な人の存在を
理解することができるようになっている。 

おにぎりづくり体験 各園年１回以上 各園年４回以上 

〇      
子どもの
教育・保育
推進課 

野菜に触れる体験 各園月１回以上 各園月２回以上 

野菜の栽培・収穫 各園月１回以上 各園年２回以上 

収穫祭の実施 
市立みなみ野
保育園１回 

市立みなみ野
保育園１回 

調理保育の実施 各園年２回以上 各園年２回以上 

２ 
八王子産米
を食べる日
の実施 

保育園・幼稚園・小学校が連携して「八王子
産米を食べる日」を設けるほか、園児を対象と
した学校給食体験を実施することで、子どもた
ちの食への関心が高まり、食べ物に関わる
人々への感謝の心や、地域の食材を通じた郷
土愛が育まれている。 

「八王子産米を食べ
る日」の実施回数 

各校１回 各校１回 〇 〇 〇    
学校 
給食課 

３ 
生産者から
のメッセージ
伝達 

地域の生産者の体験や食育教材を通じて、生
産者からのメッセージ等を児童・生徒に伝える
ことで、子どもたちの食べ物に対する感謝の心
や、社会性が育まれている。 

食育教材への生産
者メ ッ セ ー ジ の 掲
載回数  

各校１３回 各校１３回  〇 〇    
学校 
給食課 

４ 
給食を 通じ
た地場農産
物の提供 

年間を通じて地場農産物を給食で提供するこ
とで、児童・生徒が地域の自然・文化・産業な
どへの理解を深めるとともに、食べ物への感謝
の心や郷土愛が育まれている。 

学校給食の食材に
地場農産物を使用
している割合 

３６.９％ ３０％以上  〇 〇    
学校 
給食課 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

５ 

学校給食畑
で有機農法
による野菜
の生産 

ＪＡ八王子と連携し、市内の学校給食畑で生
産した有機農法による野菜を給食に使用する
とともに、地産地消や環境保全に関する食育
教材を作成して児童・生徒に発信することで、
地産地消や環境保全の意識が高まるととも
に、地域の自然・文化・産業への理解が深ま
り、感謝の心や郷土愛が育まれている。 

学校給食畑で生産
した有機農法による
野菜の使用回数 

０回 ２回  〇 〇    
学校 
給食課 

６ 

地産地消を
目指した 
地場農産物
の加工 

パッションフルーツや山ぶどう等、給食がない
三期休業中に収穫できる地場農産物を給食
センターや小学校の給食室で加工し、給食で
使用することで、地産地消の推進が図られて
いる。 

加工した地場農産
物の使用回数 

２回 ２回  〇 〇    
学校 
給食課 

７ 

道の駅を 
活用した 
地産地消の
促進 

道の駅八王子滝山における地場農産物の売上高
の向上を目指して地産地消を推進することで、地
域の農業振興につながるとともに、地場農産物へ
の関心が高まり、地域とのつながりを意識する機
会が生まれている。 

道の駅八王子滝山に
おける地場農産物の
売上額 

３６０,３２７,１６１円 ４００,０００,０００円   〇 〇 〇 〇 農林課 

８ 
農業祭の 
開催 

ＪＡ八王子と連携し、ＪＡ農業祭や春・秋の植木市
を開催することで、新鮮で安全な地場農産物を広
く市民にＰＲするとともに、地場農産物への関心や
愛着が醸成されている。 

農業祭来場者数 ７,０００人 ７,５００人 

  〇 〇 〇 〇 

農林課 

春の植木市来場者数 ３,０００人 ３,５００人 

ＪＡ八王子 
秋の植木市来場者数 ３,０００人 ３,５００人 

９ 

は ち お う じ
農産物直売
所マ ップの
配布 

ＪＡ八王子と連携し、「はちおうじ農産物直売所
マップ」を隔年で改版することで、地場農産物
の販売促進につながるとともに、市民の地産
地消への関心や理解が深まっている。 

「はちおうじ農産物直売所マップ」の配布 

  〇 〇 〇 〇 

農林課 

ホームページへの掲載 ＪＡ八王子 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１０ 
収穫体験の
実施 

稲作体験、ジャガイモ掘り、サツマイモ掘り、搾
乳体験、収穫体験（市主催）などの各種農業体
験を実施することで、児童・生徒は、地域の自
然・文化・産業への理解を深めるとともに、食べ
物への感謝の心や郷土愛が育まれている。 

農業体験の実施 
事業数 

稲作体験 
１６組４３名 

８件 〇 〇 〇 〇 〇  農林課 

ジャガイモ掘
り１５組４５名 
ブルーベリー
の収穫 
１２組３８名 
野菜の収穫 
５組１６名 
サツマイモ掘
り２４組８１名 
搾乳体験 
２８０名 

１１ 

夕やけ小や
けふれあい
の里での食
に関わる体
験の実施 

夕やけ小やけふれあいの里において、施設の
環境を活かした「田植え・稲刈り・餅つき」の一
連の米作り体験や、「ニジマスつかみ・焼き体
験」などの食に関わるプログラムを実施するこ
とで、地域の農業や漁業への理解が促進され
るとともに、食物を育てる大変さや命をいただ
くことへの感謝の気持ちを育む機会につなが
っている。 

食に関わるプログラ
ム参加者数 

３,４７０名 ３,５００名 〇 〇 〇 〇 〇 〇 観光課 

 

～地元の野菜でつくる、環境にやさしい給食～ 

学校給食では、地元農家さんの協力のもと、地産地消を推進しています。地元でとれた旬の野菜は新鮮で

栄養価も高く、何よりおいしい！さらに、配送や保存にかかるエネルギーやコストの削減にもつながり、環境にも

やさしい取組です。農家さんを講師としてお招きして、地元の農産物を使った料理教室も開催しています。 

また、市内のひよどり山地区に誕生した学校給食畑では、有機農法による野菜づくりが始まり、ここで収穫

された冬瓜などがさっそく給食に登場しました。これからも、環境に配慮した食材を取り入れながら、子どもた

ちが楽しみにしている給食を充実させていきます。 

 

 

コラム 

▲八王子産の旬の野菜 

▲料理教室の様子 
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戦略４ 食と環境の調和の推進 

作戦 ４-２ 未来にやさしい食のサステナブル作戦 

 

●本市では、令和６年度（２０２４年度）時点で年間約１３,８００トンの食品ロスが

発生しており、家庭から排出される可燃ごみの約１１％、事業者では約２４％が

食品ロスとなっています。 

●意識調査の結果において、食品ロス削減のために取り組んでいることとして、

「残さず食べる」と回答した割合が７割弱となっています。 

●持続可能な食の循環や生活環境の維持の観点から、生産・製造・販売・消費

の各段階で食品ロスの重要性を理解し、無駄にしない意識の醸成と定着を図

り、市民一人ひとりの行動につなげていくことが必要です。 

 

●食の大切さや、食料の生産から消費までの循環を理解する機会を提供するこ

とで、食品を無駄にしない意識の醸成と定着を促進します。 

●給食や講習会等の場を活用し、生ごみの再生利用・資源化の重要性や、フード

ドライブなど食品ロス削減に向けた取組について周知啓発を行います。 

●消費者と事業者をつなぐマッチングサービスをアプリやＷｅｂシステムで提供

し、更なる食品ロス削減を目指します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

中間アウトカム 対象 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和１１年度） 

食品ロス削減のために「残さず

食べる」人の割合 

全体 

 （１８歳～７４歳） 
６９.６％ ８０％ 

 

市民の取組 
 

・食品ロスを減らすため、食べきれる量だけ作り、残さず食べる習慣を身につけま

しょう。 

・食材は必要な分だけ購入しましょう。 

 

地域・団体の取組 

・販売店では期限が近い食品からの購入を呼びかけ、少量販売を実施したり、

割引を行うなど、売り切る工夫を行います。 

・期限間近の食品について、フードパントリーやマッチングサービスを活用して廃

棄防止を図ります。 

 

 

今後の方向性 

現状と課題 評価指標 
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市の取組 

 

取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

１ 
学校農園で
の 体験・ 活
動の実施 

学校農園での体験や活動を通して、子どもた
ちは野菜についての理解を深めるとともに、八
王子でつくられる農作物への関心が高まり、
「食」への感謝の気持ちや「自然」と共生する
姿勢が育まれている。 

学校農園の体験、 
活動回数 

１回 １回  〇 〇    
教育 
指導課 

２ 
「もったいな
い大作戦」
の実施 

１０月の食品ロス削減月間に合わせて「もったい
ない大作戦」を各学校で実施し食育教材を通し
て児童・生徒の食べることへの意欲（好き嫌いし
ない、一人分をしっかり食べる）が向上するととも
に、食べ物への感謝の気持ちが育まれている。 

「これからも食品ロ
スを減らしていきた
い」と答えた児童の
割合 

９６％ ９０％以上  〇 〇    

学校 
給食課 

教育 
指導課 

３ 

たい肥化や
食品リサイ
クルに関連
した食育の
実施 

給食の食物残さを八王子バイオマス・エコセン
ターでたい肥化し、たい肥化や食品リサイクル
に関連する食育教材を給食時間に児童・生徒
へ伝えることで、環境保全の意識が高まるとと
もに、食べ物を大切にする心が育まれている。 

給食の食物残さを
たい肥 化 し ている
学校数・センター数 

全校（給食室
のある学校）・
５センター 

全校（給食室
のある学校）・
５センター 

 〇 〇    
学校 
給食課 たい肥化や食品リ

サイクルに関連する
食育指導回数 

２回 ２回 

４ 

食品ロス削
減を目指し
た地場農産
物の加工 

形や大きさが不揃いな玉ねぎ等市場に出回ら
ない地場農産物を加工し、給食で使用するこ
とで、食品の有効活用が図られている。 

加工した地場農産
物の使用回数 

０回 

形や大きさが不
揃いで市場に
出回らない地場
農産物が生じた
際に随時 

 〇 〇    
学校 
給食課 

５ 
ＳＤＧｓに 
関連した 
食育の実施 

SDGs 関連の食育教材を活用することで、児
童・生徒が自然や食物への感謝、環境への配
慮の気持ちが育まれている。 

ＳＤＧｓ関連食育指導
回数 

月１回 月１回 

 〇 〇    
学校 
給食課 ＳＤＧｓ週間における

中学校でのＳＤＧｓ 
関連食育教材数 

４種類 ４種類 

６ 
フードドライブ
の周知啓発 

ＨＰやＳＮＳ、イベント等を通してフードドライブ
の回収拠点やフードバンク団体の活動を周知
啓発することで、市民の食品ロス削減への関
心が高まり、家庭での実践につながっている。 

フードドライブでの
食品回収量 

１４１kg ４００kg  〇 〇 〇 〇 〇 
資源 
循環課 
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取組名 取組目標 指標名 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１１年度） 

ライフステージ 

担当課 幼
年
期 

少
年
期 

青
年
期 

壮
年
期 

中
年
期 

高
年
期 

７ 

ダンボール
コンポストを
活用した 
事業の実施 

市内小学校への働きかけを行い、校内活用事業
としてダンボールコンポストを活用することで、生
ごみの資源化が促進され、家庭においてもダン
ボールコンポストの周知が図られている。 

ダンボールコンポスト
校内活用実施校数 

４校 ６校  〇 〇 〇 〇 〇 
環境学習
推進課 

８ 
家庭におけ
る生ごみ資
源化を促進 

ＳＮＳ等を活用したダンボールコンポスト講習
会の周知や、生ごみリサイクルリーダーによる
出前講座・イベントでの普及啓発活動を行うこ
とで、家庭における生ごみ資源化の促進につ
ながり、環境保全への意識が高まっている。 

ダンボールコンポスト
講習会参加者人数 

３６９人 ４００人  〇 〇 〇 〇 〇 
環境学習
推進課 

９ 
食品ロス 
削減の推進 

コンビニやスーパー等の市内小売店と連携し、
「てまえどり」ＰＯＰを掲示することで、市民に対し
て食品ロス削減の推進が図られている。 

「てまえどり」ＰＯＰ
の掲示店舗数 

１９４店 ２００店 

 〇 〇 〇 〇 〇 
資源 
循環課 

配布枚数 ２,５４０枚 ２,６００枚 

１０ 
食品ロス 
削減の促進 

タベスケ Hachioji のユーザーや協力店の拡
大、マッチング数の増加を図ることで、食品ロ
ス削減が促進されている。 

タベス ケ Hachioji
取引成立件数 

１,４９３件 ２,０００件 
  〇 〇 〇 〇 

資源 
循環課 タベスケ Hachioji で

の食品ロス削減量 
７８３kg １,１００kg 

１１ 
食品ロス削減
の周知啓発 

ＳＮＳ等を活用した食品ロス削減の周知啓発
や、市内施設での啓発ポスターの掲出を行う
ことで、家庭でできる食品ロス削減の推進が
図られている。 

ＳＮＳ等での情報発信
件数 

６４件 ６４件 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 

資源 
循環課 食品ロス啓発ポスタ

ー掲出施設数 
３６件 ３６件 
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～冷蔵庫の中、見直してみませんか？～ 
 

まだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」は、家庭でも多く発生して

います。中でも野菜は、使いきれずに傷んでしまうことが多く、廃棄されやすい

食品の代表です。 

こうしたロスは、冷蔵庫の中を定期的にチェックするだけでも防ぐことがで

きます。買い物前に在庫を確認し、使いかけの野菜は早めに調理。保存方法

を少し工夫するだけでも、鮮度を保ちやすくなります。 

日々のちょっとした意識と行動が、食品ロス削減につながります。まずは冷

蔵庫の中から見直してみましょう。身近な一歩が、持続可能な社会への第一

歩です。 

 

 
 

～エシカル消費って何？ 

あなたの選択が未来をつくる～ 

エシカル消費（倫理的消費）とは、物やサービスを購入する際に、人や社

会、環境に配慮したものを選ぶ消費活動のことをいいます。 

東京都は、「ちょっと考えて、ぐっといい未来」をスローガンに、「TOKYO エ

シカル」をスタートしました。 

この取組は、一人ひとりがエシカル消費を知り、体験し、楽しみながら暮ら

しに取り入れていくことを目指しており本市もその理念に共感し、参画してい

ます。 

毎日の暮らしの中で、できるところから無理のない範囲でエシカル消費を

取り入れてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

コラム コラム 
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資料編 

 
 

資料編 
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１ 用語解説 

（五十音順） 

 用語 解説 

あ ICT（アイシーティー） Information and Communication Technology の略で、情報や通信に関する技術の総称。 

悪性新生物 
細胞が無秩序に増えながら周囲にしみ込むように広がったり浸潤（しんじゅん）、血管などを介して体のあちこちに飛び火し
て新しいかたまりを作ったり（転移）する腫瘍（しゅよう）のこと。放っておくと全身に広がり、体に様々な悪い影響をもたらすた
め、ほとんどの場合、治療が必要となる。悪性新生物のことを「がん」ともいう。 

ウェルビーイング（well-being） 身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念。 

エシカル消費 
消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む民間事業者を応援しながら消
費活動を行うこと。 

オーラルフレイル 
口腔機能（かんで飲み込む、言葉を発する、表情を作るなど）が虚弱（きょじゃく）すること。老化に伴う様々な口腔状態の変
化を放置しておくことで、口腔機能の低下から心身の機能低下までつながる一連の過程のこと。 

か 
カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡（きんこう）させること。国では、２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ
ロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言している。 

カーボンフットプリント 
製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排
出量を二酸化炭素排出量に換算し、製品に表示された数値もしくはそれを表示する仕組み。 

共食 
誰かと一緒に食事をすること。誰かには、家族全員、家族の一部（親など）、友人、親戚、地域の人などが含まれる。 
また、共食には、一緒に料理を作ったり、会話を楽しむことも含まれる。 

COOKPAD（クックパッド） クックパッド株式会社が運営する、レシピや献立等の情報を投稿・閲覧するインターネット上のコミュニケーションサービス。 

健康寿命 健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

健康づくりサポーター 
市民が住み慣れた地域で、笑顔で、心豊かに、いきいきと生きがいをもって暮らせるよう、健康づくり活動を行っている団体。
市民から構成され、現在１５１名（令和７年（２０２５年）６月時点）のサポーターが活動している。 

健康ポイントてくポ 
６０歳以上の市民の方を対象とし、スマートフォンアプリを使って、歩いたり、バランスよく食べたり、ボランティアをしたり、脳や
体にいいことをして、ポイントをためる仕組み。ためたポイントは市内の店舗で使用することができる。 

口腔乾燥症 唾液の分泌が低下して、口が乾いた状態のこと。 

誤嚥 食物などが、なんらかの理由で、誤って喉頭と気管に入ってしまう状態のこと。 

誤嚥性肺炎 口の中の細菌が、唾液や食物、あるいは胃液などと一緒に気管に誤って入り込むことにより発症。 

孤食 孤独な食事という意味で、家族がおらず一人で食事をとることや、家族がいるにもかかわらず一人で食事をすること。 

子ども食堂 
地域住民等による民間発の取組として無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する場のこと。家庭における
共食が難しい子どもたちに対し、共食の機会を提供する取組が広がっている。 

さ 
 
 
 
 

歯周病 
歯の周囲の汚れ（プラーク）のなかに含まれる細菌の毒素で歯ぐき（歯肉）に炎症が起き、歯を支える骨（歯槽骨）が溶けて

いく病気。 

市民活動団体 地域で食育に関する普及啓発を行う団体や地域食堂・子ども食堂、NPO など。 

食品ロス まだ食べられるのに廃棄される食品のこと。 
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 用語 解説 

さ 

食料自給率 
国の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標。重量で計算することができる品目別自給率と、食料全体について共通
の「ものさし」で単位を揃えることにより計算する総合食料自給率の２種類がある。このうち、総合食料自給率は熱量で換算
するカロリーベースと、金額で換算する生産額ベースがある。 

生活習慣病 
生活習慣病とは、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の要因となる疾患の総称。日
本人の死因の上位を占める、がんや心臓病、脳卒中は、生活習慣病に含まれる。 

摂食・嚥下（せっしょく・えんげ） 食物を認識してから口に運び、取り込んで咀嚼して飲み込むまでのこと。 

た 
タベスケＨachioji(ハチオウジ) 

食品ロス削減を目的としたマッチングサービス。お店が、消費期限・賞味期限が近付いた食品や規格外野菜、急なキャンセル
により余った商品など廃棄になりそうな商品をアプリ、ウェブサイトに割引価格で出品し、消費者が出品された商品を購入する
仕組み。 

ダンボールコンポスト 基材を入れたダンボール箱に生ごみを入れて、たい肥を作る方法のこと。 

デジタル・トランスフォーメーション 
（ＤＸ） 

Digital Transformation の略で、デジタル技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 

特定健康診査 
糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善す
るための特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行うもの。 

特定保健指導 

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による効果が多く期待できると判定された人に対して
行われる健康支援であり、対象者は、健診結果に応じて「積極的支援」、「動機付け支援」、「情報提供」の３つに区分され、一
人ひとりの身体状況や生活環境などに合わせて、医師・保健師・管理栄養士などの専門家が、生活習慣を見直すためのサポ
ートを行う。 

は 
 

ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 
Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析重要管理点）の略で、食品の衛生管理手法の一つ。製造にお
ける重要な工程を連続的に監視することによって、一つひとつの製品の安全性を確保しようとする衛生管理手法。 

はちおうじ健康応援店 
市内の身近な飲食店を利用した際に、気軽に健康になってほしいという願いから、野菜摂取や減塩等を軸に健康に関する
サービスや情報提供の発信等を行っている飲食店のこと。 

パンデミック 感染症が世界的に大流行すること。 

BMI（ビー・エム・アイ） 
Body Mass Index の略で、肥満の判定に用いられる指標のこと。体重（㎏）／〔身長（ｍ）〕２で算出される。 

【１８.５未満＝やせ １８.５～２５.０未満＝標準 ２５.０以上＝肥満】 

PBL 授業（ピー・ビー・エル） 
Project-Based Learning（問題解決型学習/課題解決型学習）の略で、生徒が自ら問題を見つけ、その問題を自ら解決
する能力を身につける学習方法のこと。 

フードドライブ 
家庭で余っている食品を回収拠点（スーパーや自治体など）やイベントに持ち寄り、地域の福祉施設や子ども食堂、生活困
窮者支援団体などに寄付する活動のこと。 

フードバンク 
企業や農家、家庭から発生する、まだ食べられるのに、余っている食品を寄贈してもらい、食べ物を必要としている人のもとへ
届ける活動及び団体のこと。 

フレイル 
Frailty（虚弱）の日本語訳。健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能、口腔機能等の低下が見
られる状態のことを指すが、適切な治療や予防を行うことで健康な状態に戻ることも可能である。 

文化庁・食文化ミュージアム 
文化庁の事業で、食文化への学びや体験の提供に取り組む博物館、道の駅、食の体験・情報発信施設等に関する情報を、
ウェブ上の仮想ミュージアムで一体的に発信している取組のこと。 

文化庁・１００年フード 
文化庁の事業で、多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で世代を越えて受け継がれてきた食文化を、 
１００年続く食文化「１００年フード」と名付け、継承していくことを目指す取組のこと。 
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 用語 解説 

ま 民間事業者等 飲食店、スーパーマーケット、弁当・総菜屋、企業など。 

メタボリックシンドローム 内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態を指す。 

ら ライフコースアプローチ 胎児期から高年期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた考え方のこと。 

ライフステージ 
幼年期、少年期、青年期、壮年期、中年期、高年期などの生涯の各時期のこと。結婚、子育て・教育、子どもの独立などの家
族の形態によっても変化する。 
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２ 第３期計画の評価 

（１）事業評価 

 

 

 

第３期計画では、１３の施策に基づく３５の活動、１０４

の取組を実施し、多くの取組がＡ評価となっています。

一方、Ｂ評価は、目標値の設定が高く、達成に遅れが

ありました。Ｄ評価は、新型コロナウイルス感染症の影

響により評価不能となっています。 

 

（２）評価指標の調査結果 

    第３期計画における目標値の達成状況は、下記の表のとおりです。 

R1調査

（％）

R6調査

（％）

目標値

（％）

幼稚園・保育園 1.1 1.1

小学生 0.9 1.9

中学生 4.4 7.8

高校生 13.3 17.6 5

大学生 25.6 37.7 15

一般 13.6 13.5 5

63.6 59.4 90

幼稚園・保育園 97.3 95.6

小学生 97.8 94.8

中学生 95.3 95.8

高校生 91.7 93.7

大学生 91.9 98.7

一般 83.8 85.3

94.7 96.6 100

幼稚園・保育園 0.2 0.8

小学生 1.5 0.6

中学生 4.7 6.2

高校生 11.9 12.5

42.1 43.8 60

0

0%に

近づける

食を通じ

で、家族、

地域、自然

とつながる

3

八王子産の農産物を購入している人の割合

平日の夕食に「ひとり

で」食事をする子どもの

割合

0%に

近づける

食事の際に「いただきま

す」「ごちそうさま」の

挨拶をする人の割合

「食品ロス」削減のために意識して実践して

いる人の割合

食の基本的

な知識、ス

キルを養う

2

100

基本目標

朝食を食べていない人の

割合望ましい食

習慣を身に

つける

1

健康のために「食生活に気をつける」ことを

心がけている人の割合

評価指標

令和６年度 

（2024 年度）評価 

Ａ：順調 101 

Ｂ：遅れあり １ 

Ｃ：達成困難 ０ 

Ｄ：評価不能 ２ 

 

施策 取組

妊娠期の健康・食生活の支援 1

乳幼児期の望ましい食生活の推進 2

保育園・幼稚園における食育の推進【重点】 7

地域・家庭への食育の推進 3

小学校・中学校における食育の推進【重点】 9

子どもを中心とした食育の推進 4

歯科の観点からの食育の推進 1

地域・家庭への食育の推進 4

大学等における食育の推進【重点】 4

若い世代における食育の推進 1

生活習慣病等の疾病予防の推進 3

多様なライフスタイルに合わせた支援【重点】 2

望ましい食生活を実践できるための支援 3

次世代の食育の担い手となるための支援 1

生活習慣病等の疾病予防の推進【重点】 5

多様なライフスタイルに合わせた支援 2

望ましい食生活を実践できるための支援 1

生活習慣病等の疾病予防の推進 3

望ましい食生活を実践できるための支援【重点】 2

1-7　障害者の食育の推進 障害者における食育の推進 4

食の安全に関する知識と理解の推進 3

食の安心の確保 3

2-2　食文化の伝承 郷土料理・家庭料理や食文化の伝承 5

「ふれる」よろこびを味わう場の提供 1

直売所や販売店での地産地消の推進 3

学校における地産地消の推進 5

食品ロスの削減【重点】 3

食の循環システムの実施 5

食による支援の実施 1

食に関する情報の提供 4

人が集まる場での情報の提供 2

食育推進の担い手の育成・支援 【重点】 2

関係団体との連携・協働 3

食環境整備の推進 1

給食施設の栄養管理の質の向上 1

合計 13施策 35活動 104

施策の柱
食育活動の内容

取組数

3

オール八王子

で食育を

「つなげる」

「むすぶ」

3-1　食に関する普及・啓発

3-2　食に関する環境整備

1-5　中年期（45歳～64歳）

1-6　高年期（65歳以上）

2

食を「育てる」

「まもる」

2-1　食品の安全・安心の確保

2-3　地元の農産物を活用した

　　　　 交流・体験

2-4　食の循環の理解・促進

1

すべてのライフ

ステージに

応じた食育の

「更なる土壌

づくり」

1-1　幼年期（0歳～4歳）と

        その保護者及び妊婦

1-2　少年期（5歳～14歳）

1-3　青年期（15歳～24歳）

1-4　壮年期（25歳～44歳）
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３ 計画策定の経過 

 

年 月 項目 主な内容 

令
和
６
年 

（
２
０
２
４
年
） 

１０月２５日（金）～ 

１１月１３日（月） 
市民意識調査 

・市内に在住する１８歳から７４
歳までの男女２,０００名及び
市内の大学生２５０名を対象
に第４期八王子市食育推進
計画に係る市民意識調査を
実施 

１０月２５日（金）～ 

１１月１３日（月） 
子ども意識調査 

・幼稚園・保育園児、小学生、
中学生、高校生を対象とした
子ども意識調査を実施 

令
和
７
年 

（
２
０
２
５
年
） 

５月２２日（木） 
第１回 
八王子市食育推
進会議 

・第３期八王子市食育推進計
画の令和６年度（２０２４年
度）実績及び評価について 

・第４期八王子市食育推進計
画について 

６月１３日（金） 

第１回 
第４期八王子市食
育推進計画策定 
ワークショップ 

・八王子市の食育の現状につ
いて 

・将来像について 

７月１０日（木） 
第２回 
八王子市食育推
進会議 

・第４期八王子市食育推進計
画の骨子（案）について 

７月１８日（金） 

第２回 
第４期八王子市食
育推進計画策定 
ワークショップ 

・八王子の食育に必要だと思う
取組について 

７月２５日（金） 

第１回 
食育推進計画庁
内連絡会 
（書面開催） 

・各所管課の取組について 

 

年 月 項目 主な内容 

令
和
７
年 

（
２
０
２
５
年
） 

８月２８日（木） 

第３回 
八王子市食育推
進会議及び第４
期八王子市食育
推進計画策定ワ
ークショップ合同
開催 

・ワークショップの検討結果と
展望について 

１０月１日（水） 

第２回 
食育推進計画庁
内連絡会 
（Web 開催） 

・第４期八王子市食育推進計
画の素案について 

１０月９日（木） 

第４回 
八王子市食育推
進会議 

・第４期八王子市食育推進計
画の素案について 

１２月１５日（月）～ 

１月１５日（木） 

パブリックコメン
トの実施 

・意見提出者：４名 
・意見件数：５件 

令
和
８
年 

（
２
０
２
６
年
） 

 

１月３０日（金） 

第４回 
第４期八王子市食
育推進計画策定 
ワークショップ 

・共創による食育に向けて 

２月３日（火） 

第３回 
食育推進計画庁
内連絡会 
（書面開催） 

・第４期八王子市食育推進計
画の原案について 

３月１６日（月） 

第５回 
八王子市食育推
進会議 
（書面開催） 

・第４期八王子市食育推進計
画の推進に向けて 
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■八王子市食育推進会議名簿 
 

 所属団体 氏名 
１ 帝京大学 スポーツ医科学センター 葛西 真弓 
２ 一般社団法人 八王子市医師会 加藤 直樹 
３ 公益社団法人 東京都八南歯科医師会 野下 清子 
４ 東京都八王子食品衛生協会 勝田 芳子 
５ 八王子集団給食協議会 松本 賢一 
６ 八王子市農業委員会 峰尾 幸代 
７ 公益社団法人 東京都栄養士会八王子支部 岡部 貴代 
８ 八王子管理栄養士の会 ダイエタリー・フレンズ 岩瀬 政子 
９ 特定非営利活動法人 団地応援隊 小池 さとみ 

１０ 八王子市私立保育協会 内藤 里美 
１１ 八王子市私立幼稚園協会 浦野 真沙子 
１２ 八王子市公立小学校長会 松久保 雅和 
１３ 八王子市立中学校 ＰＴＡ連合会 篠原 由美子 
１４ 八王子市健康づくりサポーター 田川 富美子 
１５ 公募市民 町田 淳一 
１６ 公募市民 三宅 久美 

■八王子市食育推進計画庁内連絡会名簿 

 部 課 
１ 市民活動推進部 学園都市文化課長 
２ 生活安全部 防災課長 
３ 福祉部 高齢者いきいき課長 
４ 福祉部 高齢者福祉課長 
５ 福祉部 障害者福祉課長 
６ 健康医療部 成人保健課長 
７ 健康医療部 大横保健福祉センター担当課長 
８ 健康医療部 東浅川保健福祉センター担当課長 
９ 健康医療部 南大沢保健福祉センター担当課長 

１０ 健康医療部 生活衛生課長 
１１ 健康医療部 保健対策課長 
１２ 子ども家庭部 子どものしあわせ課長 
１３ 子ども家庭部 子どもの教育・保育推進課長 
１４ 子ども家庭部 青少年若者課長 
１５ 産業振興部 農林課長 
１６ 環境部 資源循環課長 
１７ 学校教育部 学校給食課長 
１８ 学校教育部 教育指導課長 
 事務局 健康づくり推進課 
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